
（平成２２年４月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 43 件

国民年金関係 17 件

厚生年金関係 26 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 59 件

国民年金関係 19 件

厚生年金関係 40 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 3563 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年７月から 48 年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 47年７月から 48年 12月まで 

② 昭和 52年１月から平成８年 10月まで 

私は、転居後、区役所又は金融機関で、以前に納付していなかった申立

期間①の国民年金保険料をさかのぼって納付した。その後、別の区へ転居

したが、その際も、区役所で国民年金の住所変更手続を行い、その後、納

付書が送られて来る度に、同区役所で国民年金保険料を納付していた。 

私は、申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、転居後に、以前に納付できなかった期間の国民年金保険料を

さかのぼって納付したことを鮮明に記憶している。 

    また、申立人は、国民年金の加入手続後、再転居するまでの間、申立期

間①を除き国民年金保険料をすべて納付していること、及び申立期間①の

前後の保険料は納付済みとされており、その前後を通じて申立人の仕事に

変更はなく、経済状況に特段の変化は認められないことなどを考え併せる

と、申立人が、18 か月と比較的短期間である申立期間①の保険料を未納の

ままにしておいたと考えるのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立人は、転居先の区において、申立期間②の国民年金保険料を

納付していたとしているが、いつ転居したか憶
おぼ

えていないなど、申立期間

②当時の保険料の納付状況についての記憶が、曖昧
あいまい

である上、オンライン

記録でも、平成 20 年５月に、申立期間②当初に居住していた区から、11



 

  

年２月以降居住していた区へさかのぼって国民年金の住所変更手続がなさ

れ、申立人が保険料を納付していたとする途中の住所の記載が無いことか

ら、申立人が、申立期間②当時、国民年金の住所変更手続を行わず、申立

人に対して納付書が発行されていなかったことが推認できる。 

    また、申立期間②は 230 か月以上に及ぶ上、申立期間②の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

ほかに申立期間②の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 47 年７月から 48 年 12 月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3564 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 10 月から３年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 12月から 63年１月まで 

② 昭和 63年４月から平成元年４月まで 

③ 平成元年 10月から３年３月まで 

私は、昭和 53 年 11 月ごろ、当時居住していた町の役場で国民年金の加

入手続を行った。現在年金手帳は２冊所持している。 

申立期間①及び②の国民年金保険料については、私が離婚後転居した市

内の金融機関で納付書によって納付した。昭和 61 年夏には所有していた不

動産を売却し、同年 12 月に転居したので、心機一転して、この月から納付

し始めたと記憶している。保険料の月額は 9,000円ぐらいだと思う。 

申立期間③の国民年金保険料については、未納期間の保険料をさかのぼ

って納付できることを知ったため、私が平成３年ごろに社会保険事務所

（当時）でまとめて納付した。納付した保険料の総額は記憶にない。 

申立期間当時においては、不動産の売却金もあって、納付できる未納期

間の保険料については、すべて納付しているはずであるため、申立期間①、

②及び③の保険料が未納とされていることに、納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③については、18 か月と比較的短期間であり、前後の期間の国

民年金保険料は納付済みとなっている上、申立期間直前の保険料は過年度

納付されていることから、申立期間③の保険料のみ未納とされていること

は不自然である。 

    また、申立人は、未納期間の保険料をさかのぼって納付できることを知

ったため、平成３年ごろに社会保険事務所で納付したと主張しているとこ



 

  

ろ、市の被保険者台帳及びオンライン記録では、申立期間③の直前の元年

５月から９月までの保険料について、３年に過年度納付していることが認

められるとともに、申立人もさかのぼって納付したのは１回と主張してい

ることより、過年度納付を行った時点において、当該申立期間は納付可能

であり、この期間の保険料も合わせて納付していたと考えるのが自然であ

る。 

    さらに、申立人は申立期間当時、婚姻時に所有していた不動産の売却金

を所有しており、姉及び知人にも金を貸与していたとしていることから、

まとめて保険料を納付するだけの資力があったものと考えられる。 

 

  ２ 一方、申立期間①及び②について、申立人は、転居した市において昭和

61 年 12 月から保険料を納付し始めたと主張しているが、必ずしも記憶が

定かではないことから、保険料の納付状況が不明である。 

    また、申立期間②の直後である平成元年５月から同年９月までの国民年

金保険料について平成３年度に過年度納付されていること、及び申立期間

①と②の間である昭和 63 年２月及び同年３月の厚生年金保険加入期間に

ついての記録が平成 16 年５月に追加されているが、当該期間の国民年金

保険料が還付された形跡も見当たらないことから、申立期間①及び②の保

険料について、定期的に納付があったとは考え難く、未納のまま時効が到

来したことにより、３年６月以降においては納付することができなくなっ

たと考えるのが自然である。 

    さらに、申立人が申立期間①及び②の期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成元年 10 月から３年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3565 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 43 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 43年 10月まで 

私は、昭和 44 年ごろに私の妻が市役所で夫婦二人分の国民年金の加入手

続を行い、しばらくした後、国民年金保険料をさかのぼって納付できると

聞いたことから、私の妻が夫婦二人分の保険料を 40 年４月にさかのぼって

納付した。 

当時は家計が厳しかったため、国民年金保険料を納付するために義父か

らお金を借りて保険料を納付したにもかかわらず、申立期間の保険料が未

納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、昭和 40 年４月にさかのぼ

って納付したと主張しているところ、申立人の国民年金被保険者台帳の昭和

40 年度から 43 年度までの摘要欄には、第２回特例納付により申立期間の保

険料が納付されたことをうかがわせる形跡が確認できる。 

   また、申立期間は、国民年金の強制加入期間であることから、第２回特例

納付により国民年金保険料を納付することは可能な期間である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付するために、義父か

ら借りた資金の一部を保険料として納付したと主張しているところ、申立人

の妻は「父親からお金を借りて保険料を納付したことを憶
おぼ

えている。」旨証

言している。 

   加えて、申立人の年金手帳、国民年金被保険者台帳及び被保険者名簿では、

当初、申立人の生年月日が誤って記載されている上、被保険者台帳の申立期

間の納付記録が、被保険者名簿の納付記録と異なっている期間が確認できる



 

  

ことから、当時、行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性があ

る。 

   その上、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付しており、

保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3566 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 10 月、同年 11 月、53 年２月及び同年３月の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 10月及び同年 11月 

② 昭和 53年２月及び同年３月 

私は、海外からの帰国後に区役所で国民年金再加入の手続を行い、保険

料については、口座振替又は納付書により金融機関で納付していた。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、それぞれ２か月と短期間である上、申立期間の前後の国民年

金保険料は納付済みであり、その前後を通じて申立人の夫の職業に変更はな

く、申立人の経済状況に大きな変化は認められないことから、申立期間の保

険料のみが未納とされているのは不自然である。 

   また、申立期間当時に申立人が居住していた区においては、保険料の納付

単位は、納付書及び口座振替ともに２か月ごとであったことが確認でき、年

度を６期に分け、納付書については６期分を年度当初にまとめて送付してい

たとしていること、及び残高不足等により口座振替による納付ができない場

合には、その都度、納付書が発行される仕組みであったことから、国民年金

に任意加入した申立人が申立期間の保険料のみを未納のままにしたとは考え

難い。 

   さらに、申立人は、国民年金に任意加入した後においては、申立期間を除

いて保険料の未納はない上、当時、国民年金が適用されない海外在住に際し

ても、出入国時に被保険者資格の得喪手続を適切に行っており、その後にお

ける第３号被保険者と第１号被保険者との切替手続も適切に行っていること

から、国民年金に対する意識は高かったものと認められる。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3567 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

昭和 49 年４月に、私の申立期間の国民年金保険料が未納となっている旨

の通知が届いたので、すぐに、妻が、市役所の支所で申立期間の保険料を

特例納付により納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年４月に、申立期間の国民年金保険料が未納となってい

る旨の通知が届いたので、すぐに、申立人の妻が、申立期間の保険料を特例

納付により納付したと主張しているところ、この時期は第２回特例納付の実

施期間中である上、申立期間は強制加入期間であることから、特例納付によ

り保険料を納付することが可能な期間である。 

   また、申立人の妻が、申立人の国民年金保険料を特例納付により納付した

と主張する金額も、実際に特例納付した場合の保険料額と一致している。 

   さらに、申立人の妻は、「夫（申立人）の国民年金保険料を特例納付する

際に、夫と、これくらいの金額であれば将来のために納めたほうがよいとい

う話をして、納めることにした。」と証言している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3568 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月から同年７月までの期間、52 年７月及び同年８月

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納

付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 50年１月から同年７月まで 

② 昭和 52年７月及び同年８月 

私は、昭和 50 年１月の会社退職時に、市役所で、私と妻の国民年金の加

入手続を行った。その後送られてきた納付書により、金融機関又は郵便局

で、私と妻の申立期間①の国民年金保険料を一緒に納付した。52 年６月に

会社を退職した際も、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申

立期間②の保険料を納付した。申立期間①及び②の保険料が未納とされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年１月に、申立人及び申立人の妻の国民年金の加入手続

を行い、申立期間①の国民年金保険料を納付したと主張しているところ、申

立人及び申立人の妻の国民年金手帳記号番号は、連番で払い出されており、

その番号の前後の番号の任意加入者の被保険者資格取得日からみて、申立人

及び申立人の妻の国民年金の加入手続は、同年同月に行われたものと推認さ

れ、加入手続を行っておきながら、その当初の７か月と短期間である申立期

間①の国民年金保険料を納付しなかったのは不自然である。 

   また、申立人は、昭和 52 年７月に会社を退職した際も、厚生年金保険から

国民年金への切替手続を行い、申立期間②の国民年金保険料を納付したと主

張しているところ、申立人の厚生年金保険から国民年金への切替手続は、そ

の当時適切に行われていたことが、申立人が所持する年金手帳により確認で

きることから、切替手続を行っておきながら、わずか２か月と短期間である

申立期間②の保険料を納付しなかったのは不自然である。 



 

  

   さらに、申立人は、申立期間①及び②を除く国民年金加入期間に未納はな

く、厚生年金保険から国民年金への切替手続も複数回適切に行っていること

が、申立人が所持する年金手帳により確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3569 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年８月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年８月から３年３月まで 

私の国民年金については、私の母親が加入手続及び申立期間の国民年金

保険料の納付を行ったと聞いている。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ８か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除

いて国民年金保険料の未納がないこと、及び申立人の保険料を納付していた

とするその母親は、申立期間の保険料が納付済みとなっていることから、申

立人のみ申立期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

   また、申立人の国民年金加入時期は、申立人の国民年金手帳記号番号に近

い番号が付与された任意加入被保険者等の資格取得日から平成３年４月から

５月までの間であることが推認でき、その直後のオンライン記録では、同年

６月に過年度納付書が発行されていることが確認できること、及び申立人の

母親はまとめて保険料を納付したことがあると証言していることから、申立

人の母親が当該納付書により申立期間の保険料を納付したものと考えても不

自然ではない。 

   さらに、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母親は、申立

期間を除いて国民年金加入期間の保険料をほとんど納付している上、前納し

ていた期間もあることから、保険料の納付意欲が高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3570 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から同年 12月まで 

私の父親が、昭和 36 年に区役所で私と私の母親の国民年金の加入手続を

行った。申立期間の国民年金保険料については、父親が区役所に行き、私

と母親の二人分を一緒に納付していたはずであり、申立期間の保険料が未

納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ９か月と短期間である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続の時期は、申立人の国民年金手帳記号

番号の前後の番号を付された任意加入者の被保険者資格取得日から、昭和 37

年９月 28 日以前であると推認できることから、その時点で申立期間は国民

年金保険料を納付できる期間である。 

   さらに、申立人は、申立人の父親が申立人と申立人の母親の二人分の国民

年金の加入手続を一緒に行い、国民年金保険料も納付していたと主張してい

るところ、二人の国民年金手帳記号番号は連番で払い出されていることが確

認できる上、その母親の申立期間の国民年金保険料は納付済みとなっている

ことから、申立人のみ保険料を納付していなかったとするのは不自然である。 

   加えて、特殊台帳では昭和 37 年度の納付月数は３か月となっており、オン

ライン記録によると、昭和 37 年４月から同年６月までの期間が納付済みと

されていたが、申立人が所持している国民年金手帳の 37 年度の印紙検認記

録では 38 年１月から同年３月までの欄に検認印が押されていることから、

平成 20 年８月に 37 年度の納付済期間を「37 年４月から同年６月までの期

間」から「38 年１月から同年３月までの期間」に変更されており、申立期間



 

  

当時、行政側の記録管理が適切に行なわれていなかった可能性がある。 

   その上、申立人は、申立期間後の保険料をすべて納付していることから、

保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3571 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年７月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から 57年３月まで 

私が会社を退職してしばらくしてから、私の父親が、町役場で私の国民

年金の加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、私の母

親が送付されてきた納付書によりまとめて納付したことを記憶しているこ

とから、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ９か月と短期間である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の

前後の番号を付された任意加入者の資格取得日から、昭和 57 年５月と推認

できることから、その時点で申立期間の国民年金保険料を納付することは可

能であった。 

   さらに、申立人の母親は、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付した

記憶があると主張しているところ、申立人が居住する市を管轄する社会保険

事務所(当時)では、申立期間当時、集合徴収を行っており、過年度分の国民

年金保険料が未納となっている被保険者に未納分の納付書を送付して、指定

された日時に公民館等で保険料を納付できたことから、申立内容に特段不合

理な点は認められない。 

   加えて、申立期間の国民年金の保険料額は、納付済みとなっている申立期

間直後の昭和 57 年４月以降の保険料月額よりも安価であることから、申立

人が申立期間の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   その上、申立人は、申立期間の国民年金保険料をすべて納付していること

から、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3572 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年３月から 61年３月までの国民年金保険料については、 

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年３月から 61年３月まで 

私は、昭和 49 年 11 月に国民年金に任意加入し、61 年４月に第３号被保

険者に種別変更するまで、国民年金保険料を納付していた。60 年３月に国

民年金の資格喪失の手続を行った記憶がないにもかかわらず、申立期間が

未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年 11 月に国民年金に任意加入後、申立期間を除き、国

民年金保険料をすべて納付している上、付加保険料を納付している期間や、

保険料を前納している期間もあるなど、保険料の納付意欲は高かったものと

認められる。 

   また、申立人は、昭和 60 年３月に国民年金の資格喪失手続を行った記憶は

ないと主張しているところ、その当時、申立人の住所及びその夫の仕事に変

更はなく、当時の申立人の夫の標準報酬月額は高額で推移していたことが確

認できることから、申立人が任意加入の資格を喪失させる理由が見当たらな

い上、申立人の夫も申立人が国民年金の資格を途中で喪失したと聞いたこと

はない旨証言している。 

   さらに、申立期間は１回、かつ 13か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3573 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年７月から５年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年７月から５年 10月まで 

私が、20 歳になった時に、私の父親が、私の国民年金の加入手続を行っ

た。その後、納付書が送られて来たので、父親が、近所の郵便局で国民年

金保険料を納付していた。保険料の納付が遅れた時もあったが、催促の通

知を受け取った後すぐに、父親が、保険料を納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、１回、かつ 16 か月と比較的短期間であり、その前後の期間の

国民年金保険料は納付済みとされている。 

   また、申立人は、申立人の父親が、申立人の国民年金保険料を納付してき

たと主張しているところ、申立人の申立期間を除く国民年金加入期間の保険

料はすべて納付済みとされていることから、申立人の父親の保険料の納付意

欲は高かったものと認められる。 

   さらに、申立人は、国民年金保険料の納付が遅れた時もあったが、催促の

通知を受け取った後すぐに、申立人の父親が、保険料を納付していたと主張

しているところ、申立人の父親は、申立期間の保険料を自分が納付していた

旨証言している上、申立期間直後の平成５年 11 月から６年３月までの保険

料が過年度納付されていることが、オンライン記録により確認できることか

ら、保険料の納付意欲の高かったと認められる申立人の父親が、申立期間の

保険料を納付したと考えても特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3574 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 47年３月まで 

私は、昭和 42 年３月に会社を退職後すぐに、市役所支所で厚生年金保険

から国民年金への切替手続を行った。その後、集金人が来るたびに、私又

は妻が、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付した。妻の申立期間の

保険料は納付済みとなっているにもかかわらず、私の申立期間の保険料が

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間に未納はなく、申立人の妻は、

20 歳から 60 歳までの全期間の国民年金保険料をすべて納付していることか

ら、申立人及び申立人の妻の保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人又は申立人

の妻が、夫婦二人分を一緒に納付したと主張しているところ、申立人の妻の

申立期間の保険料は納付済みとされている。 

   さらに、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、

申立期間の前後を通じて申立人の住所や仕事に変更はなく、生活状況に大き

な変化は認められないことから、途中の申立期間の保険料が未納とされてい

ることは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる 



 

  

神奈川国民年金 事案 3575 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

保険料を納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月から同年 12月まで 

国民年金制度発足時に、私の叔父が私の国民年金の加入手続を行い、加

入手続後の国民年金保険料については叔父が納付していた。昭和 41 年６月

に結婚し、転居してからは、自宅に来るようになった集金人に私が３か月

ごとに保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ３か月と短期間である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、集金人に納付して

いたと主張しているところ、申立人が居住していた市では、当時、集金人制

度が存在していたことが確認できるとともに、申立人が納付していたとする

保険料額は申立期間当時の保険料額とおおむね一致していることから、申立

内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料については、申立期間後の納付済みと

なっている昭和 52 年４月以降の保険料額よりも安価であることから、申立

人が申立期間の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   加えて、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金

保険料をすべて納付している上、申立人の夫が厚生年金保険に加入後も国民

年金に任意加入しているなど、保険料の納付意識は高かったものと認められ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3576 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 43年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金制度発足当初から国民年金に加入し、国民年金

保険料については、妻が夫婦二人分の保険料を未納期間がないように集金

人に一緒に納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ９か月と短期間である。 

   また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、

その前後を通じて、申立人及びその妻の住所や仕事に変更はなく、生活状況

に大きな変化は認められないことから、途中の申立期間の保険料が未納とさ

れているのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の妻が夫

婦二人分の保険料を一緒に集金人に納付していたと主張しているところ、申

立人が居住していた区では、当時、集金人制度が存在していたことが確認で

きることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   加えて、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金

保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意識は高かったものと

認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3577 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から同年 12月まで 

私は、申立期間当時、勤務先に住み込みで働いており、店に来た区役所

の職員に国民年金制度が始まることを聞き、国民年金に加入することにし

た。国民年金の加入手続については憶
おぼ

えていないが、国民年金保険料の納

付については、区役所の窓口で納付したことを憶
おぼ

えている。現在所持して

いる国民年金手帳には、申立期間のうち、一部の期間の保険料の納付を証

明する検認印が押されているにもかかわらず、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ９か月と短期間である。 

   また、申立人は区役所の窓口で３か月分の国民年金保険料を納付したと主

張しているところ、当時、申立人が居住していた区では、保険料の納付は区

役所の窓口で収納することになっていた上、３か月単位で収納していたこと

が確認できることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人が納付したと主張する国民年金保険料額は、申立期間当時

の保険料額と一致していることから、申立人の主張は基本的に信用できる。 

   加えて、申立人が所持している年金手帳には申立期間の一部を納付したこ

とが証明できる検認印が押されていることが確認できるにもかかわらず、申

立人の国民年金保険料の納付記録が未納とされていることから行政側の記録

管理が適切に行われていなかった可能性がある。 

   その上、申立人は申立期間後の国民年金保険料はすべて納付済みであるこ

とから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3578 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成２年８月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 41年１月から同年７月まで 

② 昭和 54年７月 

③ 平成２年８月 

私は、会社を退職すれば国民年金に加入することは当然だと思っており、

申立期間①及び②については、私の妻が区役所又は市役所の支所で私の国

民年金の加入手続を行い、同支所の窓口で国民年金保険料を納付したはず

である。申立期間③については、私の妻が市役所の支所で自分の分と一緒

に私の国民年金の加入手続を行い、その場で夫婦二人分の保険料を納付し

たことを記憶している。申立期間が未納又は未加入とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③について、申立人の妻は、市役所の支所で夫婦二人分の種別

変更手続を行い、その場で保険料を納付した際に、２人分の保険料を合

計すると１万円を超えたことから、申立人に対して早く就職して欲しい

と思ったことを具体的かつ鮮明に記憶しており、当時、申立人の妻は、

夫婦二人分の種別変更手続を行った後に当該期間の保険料を納付したも

のと推認できる。 

    また、申立期間③について、申立人の妻は、自分の保険料について定額

保険料及び付加保険料を納付し、申立人の保険料は定額保険料のみ納付し、

付加保険料を納付していないことを記憶していることから、申立人の主張

は一貫性があり、基本的に信用できる。 

    さらに、申立期間③について、申立人と一緒に保険料を納付したとする



 

  

申立人の妻は納付済みとなっていることから、申立人のみ保険料を納付し

なかったとするのは不自然である上、申立期間③は１か月と短期間である。 

 

  ２ 一方、申立期間①及び②について、申立人は、申立人の妻が申立人の国

民年金の加入手続及び国民年金保険料を納付したと主張しているが、その

妻は、当時、申立人が会社を退職したことを認識していなかった上、当該

期間に係る国民年金の加入手続及び保険料の納付について記憶が曖昧
あいまい

であ

ることから、当時の申立人の国民年金の加入状況や保険料の納付状況が不

明である。 

    また、オンライン記録によると申立期間②は国民年金の未納期間となっ

ているが、申立人は、昭和 54 年７月 31 日に船員保険の資格喪失を行い、

同年８月１日に厚生年金保険の資格取得を行っていることから、国民年金

の加入期間であることを認識していなかったと証言している。 

    さらに、申立期間①及び②当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が

払い出された形跡も見当たらない上、申立期間①及び②については、国民

年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、ほかにこの期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成２年８月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3579 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 43年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金制度発足当初から国民年金に加入し、国民年金

保険料については、私が夫婦二人分の保険料を未納期間がないように集金

人に一緒に納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ９か月と短期間である。 

   また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、

その前後を通じて、申立人及びその夫の住所や仕事に変更はなく、生活状況

に大きな変化は認められないことから、途中の申立期間の保険料が未納とさ

れているのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人が夫婦二

人分の保険料を一緒に集金人に納付していたと主張しているところ、申立人

が居住していた区では、当時、集金人制度が存在していたことが確認できる

ことから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   加えて、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金

保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意識は高かったものと

認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2622 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 43 年７月１日から 45 年１月 28 日までの期間に

ついて、事業主は、申立人が 43 年７月１日に厚生年金保険被保険者の資

格を取得し、45 年１月 28 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に行ったことが認められることから、当該期間について厚生年

金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額を昭和 43 年７月から 44 年 10 月までは

６万円、同年 11 月及び同年 12 月は 10 万円とすることが妥当である。 

   また、申立期間のうち、昭和 42 年２月６日から 43 年７月１日までの期

間について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係

る記録を 42 年２月６日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を６万円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42 年２月６日から 45 年１月 28 日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、Ａ社からＢ社へ出向した昭和 42

年２月６日から 45 年１月 28 日までの期間が厚生年金保険の被保険者期

間となっていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立人が保管している昭和 42 年２月６日付けのＡ

社からＢ社への出向辞令及び 45 年１月 28 日付けのＡ社からＢ社への出向

を解く旨の辞令により、申立人が申立期間にＢ社に勤務していたことが確

認できる。 

   申立期間のうち昭和 43 年７月１日から 45 年１月 28 日までの期間につ



  

いて、Ｂ社の厚生年金基金加入記録では、申立人が 43 年７月１日に資格

を取得し、45 年１月 28 日に同資格を喪失している記録が確認できる。 

   このことについて、申立てに係る事業所及び基金に照会したところ、同

基金の届出書が複写式であったか否かについては確認できず、複写式でな

かったとする事実も認められない。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 43 年７月１日

に厚生年金保険被保険者資格を取得し、45 年１月 28 日に同資格を喪失し

た旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金基金加入記録から、

昭和 43 年７月から 44 年 10 月までは６万円、同年 11 月及び同年 12 月は

10 万円とすることが妥当である。 

   申立期間のうち昭和 42 年２月６日から 43 年７月１日までの期間につい

ては、申立人と同日にＡ社からＢ社へ出向した同僚６名については、当該

複数の同僚は、いずれも申立期間において同社で厚生年金保険の記録が継

続している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間について厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金基金加入記録から

６万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ｂ社は解散していることから確認できないが、仮に、事業主か

ら申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後、健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を提出する機

会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該

届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事

業主から当該社会保険事務所へ申立てどおりの資格の取得に係る届出は行

われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 42 年２

月から 43 年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2623 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち昭和 29 年６月１日から 32 年７月 12 日まで

の期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 29 年

６月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 2,000 円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年５月１日から 32 年７月 12 日まで 

    私は、昭和 29 年５月１日から 36 年２月 28 日までＡ社に正社員とし

て勤務したが、厚生年金保険の被保険者記録では、申立期間が厚生年金

保険の被保険者期間となっていないことから、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち昭和 29 年６月１日から 32 年７月 12 日までの期間につ

いて、申立人がＡ社を退職した後に勤務したＢ社に保存されている申立

人の履歴書に、「29 年６月にＡ社入社」と記載されている上、同社に同

年４月に入社したとする同僚が「申立人は、私のすぐ後に入社した。」

と述べていることから、申立人は、当該期間において同社に継続して勤

務していたものと認められる。 

   また、申立人は入社時から一貫して同一業務に従事し、勤務形態及び作

業内容に変化はなかったと述べているところ、同僚も同様の証言をして

いる。 

   さらに、同僚３名は、「Ａ社には試用期間は無かった。」と述べている

ところ、それぞれの記憶する同社における入社日と資格取得日は一致し

ている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間において、Ａ社に勤務



  

し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

られる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の同僚の当該期間に

係る社会保険事務所（当時）の記録から、１万 2,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る厚生年金保

険被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、二度にわたり健

康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を提出する機会があった

にもかかわらず、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記

録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主は社

会保険事務所の記録どおりの取得の届出を行い、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主はこれらの期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

   一方、申立期間のうち昭和 29 年５月１日から同年６月１日までの期間

について、前述のとおり、Ｂ社に保存されている履歴書には申立人のＡ社

への入社は同年６月と記載されている。 

   また、申立人は、Ａ社に入社した時期を明確には記憶していないと述べ

ている上、当時の同社の事業主は既に亡くなっており、申立人の当該期間

における勤務実態についての証言を得ることができない。 

   さらに、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料を控除された

ことが確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2624 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 20 年２月 14 日から同年 12 月１日ま

での期間については、厚生年金保険被保険者であったと認められることか

ら、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を同年 12 月１日

に訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、80 円とすることが必要で

ある。 

   また、申立期間のうち、昭和 21 年 10 月１日から 22 年９月１日までの

期間については、Ａ社Ｃ支店の事業主は、申立人が 21 年 10 月１日に厚生

年金保険の資格を取得し、22 年９月１日に同資格を喪失した旨を社会保

険事務所（当時）に行ったと認められることから、申立人の厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 21 年 10 月から 22 年

５月までは 360 円、同年６月から同年８月までは 400 円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 18 年 10 月１日から 19 年６月１日まで 

             ② 昭和 20 年２月 14 日から 21 年９月 18 日まで 

             ③ 昭和 21 年９月 18 日から 22 年９月１日まで 

    私は、昭和 15 年４月１日にＡ社に入社し、兵役休職を経て平成２年

１月 18 日まで勤務していた。技術社員に任用された昭和 18 年 10 月か

らは、厚生年金保険に加入していたはずだが、社会保険事務所の記録で

は、申立期間の記録が欠落している。調査の上、当該期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社から提出された在籍証明書及び人事記録により、申立期

間①及び②については同社Ｂ支店、申立期間③については同社Ｃ支店に在



  

籍していたことが確認できる。 

   申立期間②について、申立人は、Ｄ県厚生部が発行する兵籍資料から、

昭和 19 年１月 12 日に陸軍に徴集され、20 年 12 月１日に復員したことが

確認できるが、社会保険事務所の記録によると、申立人は、19 年６月１

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、20 年２月 14 日に被保険者資

格を喪失している。 

   しかしながら、当該資格喪失日は陸軍に徴集されていた期間であるため、

当該日に被保険者としての資格を喪失していたとは考え難いことから、申

立人は復員時まで被保険者としての資格を有していたと認められる。 

   また、当時の厚生年金保険法第 59 条の２では、昭和 19 年 10 月１日か

ら 22 年５月２日までに被保険者が陸海軍に徴集又は召集された期間につ

いては、その厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額を免除し、被

保険者期間として算入する旨規定されている。 

   したがって、申立人が陸軍に徴集されていた期間については、仮に被保

険者としての届出が行われておらず、厚生年金保険法第 75 条の規定によ

る、時効によって消滅した保険料に係る期間であっても、年金額の計算の

基礎となる被保険者期間とすべきであるものと考えられる。 

   以上のことから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日は、兵籍資料

の復員日である昭和 20 年 12 月１日とすることが妥当である。 

   また、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 20 年１月の社会

保険事務所の記録から 80 円とすることが妥当である。 

   申立期間③について、Ａ社Ｃ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立人と同姓同名の者の昭和 21 年 10 月１日から 22 年９月１

日までの期間の被保険者記録が確認でき、申立人は、同支店に同姓同名の

被保険者はいなかったと述べていることから、上記被保険者記録は申立人

の被保険者記録であると認められる。 

   また、上記被保険者名簿において、申立人を含め３名は、厚生年金保険

記号番号の記載が無く、備考欄に「団体郵便年金加入」と記入されている

のが確認できる。 

   さらに、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪失時の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿には、備考欄に「22.９.１年金取得」と記入されている。

当該日は、団体郵便年金加入者に対する厚生年金保険との調整が廃止され

た日であることから、申立人は、昭和 21 年 10 月１日から 22 年９月１日

まで、団体郵便年金に加入し、同年９月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得したものと考えられる。 

   加えて、社会保険事務所が保管する団体郵便年金制度と厚生年金保険法

に係る資料等によれば、団体郵便年金加入者については、労働者年金保険

法の制定時から、「団体郵便年金の厚生年金保険法への移管」、「団体郵



  

便年金加入者に対する厚生年金保険法の適用除外」及び「いったん適用除

外された者が厚生年金保険に適用されるに至った場合における被保険者期

間の加算」という調整を行うことになっており、また、厚生年金保険被保

険者台帳（旧台帳）に団体郵便年金加入の表示がある場合は、昭和 22 年

９月１日を限度として、厚生年金保険の被保険者期間と認めることになっ

ていることから、申立人は、団体郵便年金の加入期間について厚生年金保

険の被保険者期間であったものと考えられる。 

   以上のことから、申立期間③のうち、昭和 21 年 10 月１日から 22 年９

月１日までの期間については、厚生年金保険被保険者期間であったと認め

られる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｃ支店の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿の記録から、昭和 21 年 10 月から 22 年５月までは

360 円、同年６月から同年８月までは 400 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①について、当該期間は、労働者年金保険法（昭和 16

年法律第 60 号）の適用期間であり、同法では、筋肉労働者の男子工員の

みが被保険者となるとされているところ、申立人は、当時の業務内容につ

いて「積算課で建築工事の見積業務を行っていた。」と述べている上、申

立人が記憶している同課の同僚２名についても労働者年金保険に加入して

いないことが確認できることから、申立人は、労働者年金保険法の強制被

保険者ではなかったことがうかがえる。 

   申立期間②のうち、復員した昭和 20 年 12 月１日から 21 年９月 18 日ま

での休職期間及び申立期間③のうち、同年９月 18 日から同年 10 月１日ま

での期間については、Ａ社の人事記録により給与が支給されていたことは

推認できるものの、給与明細書等、申立人が申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる資料は無く、

申立人は、保険料の控除に関して記憶していない。 

   このほか、申立期間①及び②のうち昭和 20 年 12 月１日から 21 年９月

18 日までの期間並びに申立期間③のうち昭和 21 年９月 18 日から同年 10

月１日までの期間について、厚生年金保険の控除をうかがえる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②のうち昭和 20

年 12 月１日から 21 年９月 18 日までの期間並びに申立期間③のうち同年

９月 18 日から同年 10 月１日までの期間について、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2625 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 24 年５月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、25 年 10 月 30 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保

険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 24 年５月から 25 年５

月までは 7,000 円、同年６月から同年９月までは 8,000 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年５月ごろから 25 年９月ごろまで 

    私は、Ａ学校を卒業後、昭和 24 年５月ごろからＢ地区に駐留してい

たＣ国軍に通訳として就職し、給与はＤ社から支給されていた。25 年

６月に朝鮮戦争が勃発
ぼっぱつ

したことにより、Ｃ国軍もＥ国に出動したので、

残務整理が終わった同年９月ごろに離職し上京した。申立期間を厚生年

金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の旧姓

と同姓同名で、生年月日の記載が無い者が、昭和 24 年５月１日に資格を

取得し、25 年 10 月 30 日に同資格を喪失していることが確認できる。 

また、Ｆ社が保有しているＤ社に係る被保険者名簿において、申立人

の旧姓と同姓同名で生年月日の記載が無い者に係る被保険者記録と、社

会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録

は一致する。 

さらに、Ｆ社は、「Ｄ社の記録には申立人のほかに同姓同名の者が勤

務していた記録は無く、厚生年金保険の被保険者記録と申立期間がおお

むね一致することから、当該記録は申立人の記録であると思われる。」



  

としている。 

これらを総合的に判断すると、事業主が、申立人の主張する昭和 24 年

５月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、25 年 10 月 30 日に同

資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録

から、昭和 24 年５月から 25 年５月までは 7,000 円、同年６月から同年

９月までは 8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2626 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得

日に係る記録を昭和 32 年７月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

１万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年７月 31 日から 33 年２月 15 日まで 

    Ａ社に昭和 32 年１月４日から 40 年６月１日まで勤務したが、32 年

７月 31 日に同社Ｂ工場に転勤した際の最初の７か月間が厚生年金保険

被保険者期間となっていない。申立期間前後を含めて継続して同社に勤

務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び同僚の供述から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し

（昭和 32 年７月 31 日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

32 年６月及び同社Ｂ工場における 33 年２月の社会保険事務所（当時）の

記録から１万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

事業主の連絡先は不明であり、確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



  

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2627 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額の記録を平成７年６月から同年 10 月までは 28 万円、同

年 11 月から９年 12 月までは 20 万円に訂正することが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年６月１日から 10 年１月 12 日まで 

    オンライン記録では、Ａ社で勤務していた期間のうち、平成７年６月

から９年 12 月までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、

９万 2,000 円に引き下げられているので、調査の上、申立期間の標準報

酬月額を元の記録に訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準

報酬月額は、当初、平成７年６月から同年 10 月までは 28 万円、同年 11

月から９年 12 月までは 20 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった日（10 年１月 12 日）の後の同年１月 19

日付けで、さかのぼって９万 2,000 円に訂正されている上、申立人と同様

に事業主についても標準報酬月額が訂正されていることが確認できるが、

社会保険事務所において、このような事務処理を行う合理的な理由は見当

たらない。 

   また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人が同社の取締役であったこと

が確認できるが、事業主及び同僚は、申立人は工事部長であり、社会保険

事務に携わっていなかったと述べていることから、申立人が当該訂正処理

に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成７年６月か

ら同年 10 月までは 28 万円、同年 11 月から９年 12 月までは 20 万円に訂

正することが必要であると認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2628 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 12 月１日から７年６月 30 日まで 

    私は、社会保険事務所の職員から、標準報酬月額がさかのぼって 16

万円に引き下げられていると聞いた。 

    会社の設立から勤務したが、当初から給料は 40 万円ぐらいもらって

おり、退職するまで変わらなかったと思う。 

    標準報酬月額の記録を、正しく訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、申立人が主張する 41 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった日（平成７年６月 30 日）の後の８年３月

11 日付けで、さかのぼって 16 万円に引き下げられている上、ほかに役員

１名については、同日付けで、６年 12 月１日にさかのぼって資格取得の

記録が取り消されていることが確認できるが、社会保険事務所において、

このような処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、申立人の同僚は、「勤務していた当時、保険料の督促の件で、社

会保険事務所から会社に電話があったことを記憶している。」と供述して

いる。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間において、標準報酬月額に係る

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の 41 万

円とすることが必要である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2629 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に

おける標準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 12 月１日から２年９月 30 日まで 

    私がＡ社に勤めていた申立期間の標準報酬月額が 16 万円に訂正され

ているが、当時の月給は 50 万円ぐらいだったので、正しい標準報酬月

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、当初、申立人の申立期間の標準報酬月額は

53 万と記録されていたが、申立人がＡ社の厚生年金保険被保険者資格を

喪失した日（平成２年９月 30 日）の後の同年 10 月 23 日付けで、16 万円

へ引き下げられている上、複数の同僚についても申立人と同様の処理がさ

れていることが確認できるが、社会保険事務所において、このようにさか

のぼって記録の訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は同社の役員でないことが確

認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額につい

ては、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正

することが必要であると認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2630 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 12 万

8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、12 万 8,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2631 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｄ社）Ｃ支店

における資格取得日に係る記録を昭和 29 年６月 29 日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年６月 29 日から同年７月１日まで 

    社会保険庁（当時）の記録では、申立期間が厚生年金保険の被保険者

期間となっていないが、Ａ社には昭和 29 年に入社し 51 年まで継続して

勤務していたので、当該期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ社から提出された申立人の在籍証明書に記載されていた職歴及び申立

人に係る雇用保険の記録から判断すると、申立人は、申立期間においてＡ

社に継続して勤務し（昭和 29 年６月 29 日に同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｃ支店における昭和

29 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否については、これを確認できる資料が無いことから、

行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2632 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 12 万

2,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、12 万 2,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 12 万

1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、12 万 1,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2634 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 12 万

5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、12 万 5,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 11 万

9,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、11 万 9,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2636 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 12 万

4,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、12 万 4,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2637 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 20 万円

に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、20 万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 12 万

5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、12 万 5,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 19 年３月 30 日の標準賞与額に係る記録を 11 万

8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年３月 30 日 

    平成 19 年３月 30 日に臨時賞与が支給され、標準賞与額に基づく保険

料が控除されているが、ねんきん特別便にこの標準賞与額が記録されて

いない。勤務先のＡ社が、社会保険事務所（当時）に届出を行なわなか

ったとのことなので、調査し標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された月別給与一覧表から、申立人は、11 万 8,000 円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保険料

も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する申立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 53 年４月２日から 55 年４月 30 日までの期間に

ついて、事業主は、申立人が主張する 53 年４月２日に厚生年金保険被保

険者資格を取得し、55 年４月 30 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の当該

期間における厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 53 年４月から同年９

月までは９万 8,000 円、同年 10 月から 55 年３月までは 11 万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年４月２日から 55 年４月 30 日まで 

             ② 昭和 58 年４月１日から 59 年 10 月ごろまで 

    申立期間①はＡ社Ｂ支店に勤務しており、申立期間②はＣ社に勤務し

ていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、厚生年金基金の記録から、申立人が当該期間にお

いて、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、

申立人と同姓同名で、生年月日が同じ者が、昭和 53 年４月２日に被保険

者資格を取得し、55 年４月 30 日に同資格を喪失している基礎年金番号

に未統合の記録が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、前記の被保険者記録は申立人の記録であ

り、事業主は申立人が昭和 53 年４月２日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、55 年４月 30 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

に行ったことが認められる。 



  

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者原票の記録か

ら、昭和 53 年４月から同年９月までは９万 8,000 円、同年 10 月から 55

年３月までは 11 万円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間②について、事業主の供述から、申立人が当該期間にＣ

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録から、Ｃ社は、平成 14 年２月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、申立期間②は適用事業所ではないことが

確認できる。 

   また、Ｃ社の当時の代表取締役は、「当該期間においては、当社は適用

事業所となっておらず、適用事業所となる前の期間においては、給与から

の厚生年金保険料の控除を行っていない。」と述べている。 

   さらに、申立人は、Ｃ社の同僚の姓名を記憶しているものの、連絡先が

不明であることから、当該期間における社会保険料控除について供述を得

ることができない。 

   このほか、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成７年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月 29 日から同年９月１日まで 

    平成７年５月１日から同年８月 31 日までＡ社に継続して勤務してい

たが、社会保険庁（当時）の記録では、申立期間が被保険者期間となっ

ていない。厚生年金保険料は控除されていたので、当該期間も厚生年金

保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して

勤務していたことが確認できる。 

また、申立人提出の平成７年８月分の給与明細書及び事業主提出の出

勤簿兼賃金台帳から、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

さらに、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人提出の平成

７年８月分の給与明細書に記載されている保険料控除額から算定した標

準報酬月額である 18 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行について、事業主は、保険料納付の義務を履行したと回答して

いるが、事業主提出の厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、

申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は平成７年８月 29 日と記載

されていることから、事業主は同日を資格喪失日として届け、その結果、



  

社会保険事務所は、申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 52 年 12 月 21 日から 53 年２月 21 日までの期間

について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のう

ち、当該期間に係る資格喪失日（昭和 52 年 12 月 21 日）及び資格取得日

（53 年２月 21 日）に係る記録を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 28

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年 12 月 21 日から 53 年２月 21 日まで 

             ② 昭和 53 年２月 21 日から同年３月 29 日まで 

    平成 20 年３月に来た「ねんきん特別便」で厚生年金保険の加入期間

について確認したところ、申立期間について厚生年金保険加入記録の欠

落及び標準報酬月額の相違が判明した。 

    私は、昭和 50 年９月 21 日から 53 年３月 29 日までＡ社に継続して勤

務しており、いったん退社して再度入社した事実は無い。 

    また、昭和 53 年２月の標準報酬月額が 28 万円から 11 万 8,000 円に

引き下げられていることについても、当時の給与額と相違しており、納

得いかないので、申立期間の厚生年金保険記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録によると、申立人はＡ社において

昭和 50 年９月 21 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、52 年 12 月

21 日に資格を喪失後、53 年２月 21 日に同社において再度資格を取得し

ており、申立期間①の被保険者記録が無い。 

   しかし、複数の同僚の供述から、申立人が申立期間①においてＡ社に継

続して勤務していたことが認められる。 



  

   また、申立人と共に、前職からＡ社へ転籍した申立人の当時の部下は、

「申立人は、申立期間①において勤務内容に変更は無く、Ａ社に継続し

て勤務していた。」と供述している。 

   さらに、当該複数の同僚及び部下は、いずれも申立期間①において厚生

年金保険の被保険者記録が継続している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間①において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたものと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 52 年 11 月のＡ社に

おける健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、28 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え

難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失日及び

取得日の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 52 年 12 月から 53 年１月までの保険料の納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で

は、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、11 万 8,000 円と届けられ

ており、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、オンライン記

録とも一致しており、さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡も

無い。 

   また、Ａ社は既に解散している上、事業主に照会したものの、回答を得

ることができず、このほかに、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日

に係る記録を昭和 56 年９月１日に、資格喪失日に係る記録を同年 12 月

30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19 万円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年９月１日から同年 12 月 30 日まで 

    昭和 56 年９月から広告代理店であるＡ社に営業職として勤務した。

申立期間については、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、

厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の供述及び申立人が所持しているＡ社における昭和 56 年分の源

泉徴収票から、申立人が申立期間において同社に勤務していたことが認め

られる。 

   また、上記の源泉徴収票の「社会保険料の金額」の欄に記載されている

金額は、当時の保険料率に基づいて計算した社会保険料の金額とおおむね

一致している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持しているＡ社

における昭和 56 年分の源泉徴収票から、19 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る厚



  

生年金保険被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険

者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会にお

いても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しておらず、これは通常

の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格

の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2644 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ所における資格取得日

に係る記録を昭和 24 年１月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同

年１月から同年４月までは 2,700 円、同年５月は 7,000 円とすることが必

要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年１月 15 日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 22 年４月１日から 60 年 12 月 31 日までＡ社に勤めていた

が、同社Ｂ支店から同社Ｃ所に異動した際の申立期間の５か月間が厚生

年金保険被保険者期間となっていないので、記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の異動記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が同社に継

続して勤務し（昭和 24 年１月 15 日に同社Ｂ支店から同社Ｃ所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 24 年６月のＡ社Ｃ所

における健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録が９等級であることか

ら、同年１月から同年４月までは 2,700 円、同年５月は 7,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2645 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支社における資格取得

日に係る記録を昭和 25 年５月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年５月 15 日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 23 年４月にＡ社に入社以来、60 年 12 月 24 日まで同社及

びその関連会社に継続して勤務してきた。 

    申立期間はＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支社に異動の際、生じたものである。

当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社発行の在籍証明書、雇用保険加入記録及び後任者の証言から判断す

ると、申立人は同社に継続して勤務し（昭和 25 年５月 15 日に同社Ｂ支店

から同社Ｃ支社へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｃ支社における昭和

25 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から 8,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は納付したかは不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2646 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 35 年５月 28 日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、同年 12 月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人のＡ社における

厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失に係る記録を訂正することが必

要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年５月から同年９

月までは 8,000 円、同年 10 月は 9,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年５月 28 日から同年 11 月 27 日まで 

    私は、申立期間にＡ社に勤務していた。その間、正社員として業務課

に所属していたが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間として記録

されていないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同姓同名

で同生年月日の者の、昭和 35 年５月 28 日から同年 12 月１日までの期間

に係る基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   また、当該被保険者記録の厚生年金保険記号番号は、申立人の基礎年金

番号と一致する上、申立人保管の厚生年金保険被保険者証に記載された被

保険者番号とも一致することから、当該被保険者記録は申立人の記録であ

ると認められる。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、申立人が昭和 35 年５

月 28 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年 12 月１日に同資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、昭和 35 年５月から同年９月までは 8,000 円、同年 10 月は 9,000 円と

することが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2647 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 44 年３月 17 日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、45 年４月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

(当時)に行ったことが認められることから、申立期間に係るＡ社における

厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44 年３月から同年７

月までは２万 4,000 円、同年８月から 45 年３月までは３万円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年３月 17 日から 45 年４月１日まで 

    Ａ社Ｂ支社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い

ので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人の旧姓と同姓同名かつ同じ生年月日で、昭和 44 年３月 17 日

に資格を取得し、45 年４月１日に同資格を喪失している者の被保険者記

録が確認できる。 

また、上記の者の被保険者番号は申立人が保管している厚生年金保険

被保険者証の番号と同一の番号であることから、当該記録は申立人の記

録であることが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 44 年３月 17 日に厚生年

金保険被保険者の資格を取得し、45 年４月１日に同資格を喪失した旨の

届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の険被保険者名簿の

記録から、昭和 44 年３月から同年７月までは２万 4,000 円、同年８月か

ら 45 年３月までは３万円とすることが妥当である。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3580 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年８月から 11 年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年８月から 11年３月まで 

私の国民年金加入手続は、平成３年８月ごろ、私の母親が社会保険の被

扶養者から私を外す際に住所地の区役所で行ってくれた。年金手帳にも被

保険者となった時期が同年＊月と記載されている。国民年金保険料の免除

申請は、私が住所地の区役所や市役所で行ってきており、申立期間の保険

料が免除されず未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、年金手帳の「被保険者となった日」欄に記載されている時期が、

平成３年＊月となっていることから、この時期に国民年金の加入手続が行わ

れたと主張しているが、この年金手帳に記載されている時期は、実際の加入

手続時期に関係なく、強制加入期間の初日までさかのぼることから、加入手

続時期を特定するものではない。 

   また、オンライン記録によれば、申立人には、平成 11 年４月に初めて基礎

年金番号が付番されていることが確認できることから、それより前に申立人

が国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料の免除申請を行っていたと

は考えにくい。 

   さらに、申立人は、平成３年８月ごろ、申立人の母親が住所地の区役所で、

申立人の国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人自身は国民

年金の加入手続に直接関与しておらず、加入手続を行ったとする申立人の母

親は既に亡くなっていることから、申立期間当時の国民年金の加入状況は不

明である。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料が免除されていたことを示す関連資料

が無く、ほかに申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺



 

  

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3581 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月から 47年３月まで 

私が学生だった 20 歳のころ、父親が私の国民年金の加入手続を行ってく

れた。その後、私が大学を卒業するまで、ずっと父親が国民年金保険料を

納付してくれていた。私と夫の保険料を納付し始めた時期が、結婚前にも

かかわらず、不自然に一致しており、何らかの理由により独身時代の記録

が失われたものと考えられる。私は、申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が学生だった 20 歳のころ、申立人の父親が国民年金の加

入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張して

いるが、申立人自身は、加入手続等に直接関与しておらず、その父親も、既

に他界しているため、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付

状況は不明である。 

   また、申立人は、国民年金保険料の納付開始日が、夫と結婚前の時期から

一致しているのは不自然であると述べているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は夫婦連番で払い出され、その前後の任意加入者における国民年金

被保険者の資格取得時期から、申立人が昭和 49 年３月ごろに国民年金の加

入手続を行ったものと推認でき、その時点において、夫婦一緒に過年度納付

したことにより納付開始日が一致しているとするのが自然である。 

   さらに、申立人が国民年金の加入手続を行った時点で、申立期間の大半は

時効により国民年金保険料を納付することができない期間であり、ほかに国

民年金の加入手続を行った形跡も見当たらない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3582 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年５月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 47年３月まで 

私が学生だった 20 歳のころ、父親が私の国民年金の加入手続を行ってく

れた。その後、私が就職した昭和 47 年 12 月まで、ずっと父親が国民年金

保険料を納付してくれていた。私と妻の保険料を納付し始めた時期が、結

婚前にもかかわらず、不自然に一致しており、何らかの理由により独身時

代の記録が失われたものと考えられる。私は、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が学生だった 20 歳のころ、申立人の父親が国民年金の加

入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張して

いるが、申立人自身は、加入手続等に直接関与しておらず、その父親も、既

に他界しているため、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付

状況は不明である。 

   また、申立人は、国民年金保険料の納付開始日が、妻と結婚前の時期から

一致しているのは不自然であると述べているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は夫婦連番で払い出され、その前後の任意加入者における国民年金

被保険者の資格取得時期から、申立人が昭和 49 年３月ごろに国民年金の加

入手続を行ったものと推認でき、その時点において、夫婦一緒に過年度納付

したことにより納付開始日が一致しているとするのが自然である。 

   さらに、申立期間の大半は時効により国民年金保険料を納付することがで

きない期間であり、申立人は、申立期間の始期から国民年金の加入手続を行

ったと推認される時期までの期間を通じて同一区内に居住しており、ほかに

国民年金の加入手続を行った事情も見当たらない。 



 

  

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3583 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年 11 月から 62 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年 11月から 62年 12月まで 

私の国民年金の加入手続は、時期は分からないが、母親が、行ってくれ

た。母親が、区役所の窓口で、申立期間の国民年金保険料額を計算しても

らったところ、高額であったため、後日母親が区役所の窓口で、さかのぼ

ってまとめて納付してくれた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険者資格

取得日からみて、申立人の国民年金の加入手続は、平成元年８月ごろに行わ

れたものと推認でき、その時点では、申立期間の過半は時効により国民年金

保険料を納付することができない期間であり、申立人は、継続して同一区内

に居住しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の母親は、申立

人の保険料をさかのぼってまとめて納付したことは１回だけであると述べて

いるところ、申立期間直後の昭和 63 年１月から平成元年３月までの保険料

が２年３月に過年度納付されていることが、オンライン記録により確認でき

ることから、申立人の母親がさかのぼってまとめて納付したのは、この期間

の保険料であると考えるのが合理的である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3584 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年 12 月から 54 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年 12月から 54年６月まで 

私の国民年金の加入手続は、私が 20 歳になったため、元夫の母親が行っ

てくれたと思う。国民年金保険料は、元夫の母親が、私と元夫の二人分を

一緒に納付していたはずである。私は、時期は定かではないが、元夫の母

親から、私と元夫の国民年金の加入手続を行い、私達夫婦の保険料を 20 歳

の時から納付していたので、今後の保険料は自分達で納付するように言わ

れ、20 歳の時から納付した分の領収書と以後の納付書を渡されたことを憶
おぼ

えている。申立期間について、一緒に納付していた元夫は、保険料が納付

済みであるのに、私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が 20 歳になったため、申立人の元夫の母親が、申立人の

国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたはず

であると主張しているが、申立人自身は、国民年金の加入手続等に直接関与

しておらず、申立人の国民年金の加入手続等を行ったとするその元夫の母親

は、既に亡くなっていることから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び

保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人及びその元夫の国民年金手帳記号番号は、連番で払い出され

ており、その前後の番号の任意加入者の被保険者資格取得日から、申立人及

びその元夫の国民年金の加入手続は、昭和 56 年 10 月ごろに行われたものと

推認でき、その時点では、申立期間は、時効により国民年金保険料を納付す

ることができない期間であり、申立人は、同一区内に継続して居住しており、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 



 

  

   さらに、申立人は、申立人の元夫の母親が、申立人及びその元夫の申立期

間の国民年金保険料を一緒に納付していたと主張しているが、申立人の元夫

の申立期間の保険料も未納とされている。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3585 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年７月から平成７年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から平成７年２月まで 

私は、昭和 40 年ごろ、区役所で国民年金の加入手続を行った。その後、

60 歳に到達する平成７年＊月まで、毎月、私が、区役所の窓口で、印紙検

認方式により国民年金保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料をすべて、区役所の窓口で、印紙検

認方式により納付したと主張しているが、申立期間の大半は、申立人が申立

期間当時居住していた区では、印紙検認方式による保険料の収納を行ってい

なかったことが確認できることから申立内容と合致しない。 

   また、申立期間は 296 か月と長期間に及んでおり、これだけの期間の事務

処理を行政側が続けて誤るとは考えにくい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3586 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年４月から 52 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 52年８月まで 

私は、昭和 45 年ごろ、母親から私の国民年金の加入手続をしてくれたと

聞いた。手続場所や国民年金手帳の記憶はない。 

国民年金保険料については、金額の記憶はないが、結婚するまでは母親

が集金人に、結婚後には納付方法は不明だが夫が納付してくれていたと思

う。申立期間が未加入期間で保険料が未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が昭和 45 年ごろに国民年金の加入手続を行ったと主張

しているが、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、結婚前の保険料を納付して

いたとしている母親、及び結婚後において申立人の保険料を納付したとして

いるその夫は既に他界していることから、加入手続及び保険料の納付状況が

不明である。 

   また、申立人が国民年金に任意加入した時期は、申立人の国民年金手帳、

特殊台帳及びオンライン記録共に、昭和 52 年９月となっていることから、

結婚時の 51 年１月にさかのぼって被保険者資格を取得し、保険料を納付す

ることが制度上できないとともに、申立人が結婚前に居住していた市では、

申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらな

い。 

   さらに、申立人は、結婚前においては、申立人の母親が集金人に国民年金

保険料を納付していたとしているが、その母親は、申立期間のうち申立人が

結婚する前の期間においては大部分が未加入期間となっていることを考え合



 

  

わせると、申立人は申立期間においては、国民年金に加入していなかったも

のと考えるのが自然である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3587 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年２月から 54 年３月までの国民年金保険料についは、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51年２月から 54年３月まで 

私は、昭和 51 年２月に兄が経営する会社に転職したが、同社では厚生年

金保険の適用がなかったため、妻が市役所で私の国民年金加入手続を行っ

た。この時は二男が生まれた直後であり、国民健康保険に加入したことは

確かであるので、同時に国民年金加入手続も行っているはずである。その

後、自宅近くの金融機関で国民年金保険料を納付し続けてきたのに、申立

期間が未加入とされ保険料を納付していないとされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、二男が生まれた直後の昭和 51 年２月に市役所でその妻が国民健

康保険の加入手続をしたことが確かであるから、当然に国民年金にも加入し、

保険料を納付したはずと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続及び

保険料の納付を行ったとするその妻は、加入に際して年金手帳の交付を受け

た憶
おぼ

えはなく、保険料の納付頻度や納付方法等についての記憶も定かでない

ことから、申立期間における国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不

明である上、その妻も申立期間は国民年金に加入していない。 

   また、申立人に対しては申立期間の前後を通じて国民年金手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる形跡も見当たらない上、申立人の妻は申立

期間後においてさかのぼって保険料を納付した憶
おぼ

えもないとしていることか

ら、申立人は申立期間においては国民年金に加入していなかったものと考え

るのが自然である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと



 

  

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3588 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年１月から 44 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 44年４月まで 

私は、昭和 42 年１月に会社を辞めて先輩と共に事業を始めた。２か月ほ

どして区役所出張所から呼び出しがあり、国民年金と国民健康保険に加入

するように求められた。当時、金があまりなかったのに未納となっていた

保険料全額を納付するように言われたので、少しけんか腰で納付したのを

憶
おぼ

えている。申立期間に国民年金に加入していないはずはなく、未加入と

され保険料を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 42 年に区役所出張所に呼び出されたことを契機に、国民年

金と国民健康保険に同時に加入し、国民年金保険料については、最初に加入

手続をした区役所出張所で納付し始め、申立期間において欠かさず納付して

きたと主張しているが、申立人は国民年金保険料の納付に必要な国民年金手

帳を受け取った憶
おぼ

えはなく、保険料の納付方法や金額などについても記憶が

必ずしも定かでないことなどから、国民年金の加入状況や保険料の納付状況

が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年１月に払い出されてい

ることが確認でき、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ



 

  

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3589 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年 10 月から 10 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 10月から 10年５月まで 

私の母親が、平成８年 10 月ごろに市役所で私の国民健康保険の加入手続

と同時に国民年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料につ

いては、私の母親が納付書により金融機関で未納期間がないように納付し

ていたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年 10 月ごろに申立人の母親が申立人の国民健康保険の加

入手続と同時に国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人が初

めて国民健康保険に加入した時期は 11 年９月 30 日であることが確認できる

ことから、申立内容と一致しない。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の基礎年金

番号の前後の番号の被保険者の付番年月日から、平成 10 年７月ごろと推認

できるが、申立人及びその母親は、過年度納付により申立期間の国民年金保

険料をまとめて納付した記憶はなく、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間を含ん

でおり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られ

ていた状況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったと

は考えにくい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3590 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年４月から 49 年 12 月までの期間及び 50 年３月から 51 年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から 49年 12月まで 

② 昭和 50年３月から 51年１月まで 

私は、20 歳になった昭和 38 年に区役所で国民年金の加入手続を行った。

その後、区役所の窓口や郵便局で申立期間の国民年金保険料を納付してい

たにもかかわらず、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年に国民年金の加入手続を行い、申立期間①及び②の国

民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、加入手続を行っ

た場所を始めとして、必ずしも記憶が定かではなく、45 年３月まで納付書で

納付することができなかった郵便局で申立期間当初から納付していたのでは

ないかとしているなど、国民年金の加入手続及び保険料の納付状況が不明で

ある。 

   また、申立人は、オレンジ色の年金手帳以外に国民年金手帳の交付を受け

たことがないと主張しているが、当該色の年金手帳は昭和 49 年以降に発行

されているものであることに加えて、申立人が当時居住していた区では、申

立期間のうち、38 年４月から 45 年３月までの期間における国民年金保険料

の納付方法は、国民年金手帳に国民年金印紙を貼付
ちょうふ

し、これに検認印を押す

方法が採られていたことを考え合わせると、申立内容は不自然である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59 年２月ごろに払い出さ

れていることが確認でき、その時点では、申立期間は時効により保険料を納

付することができない期間であり、申立人は、申立期間から国民年金手帳記

号番号の払出時期を通じて同一区内に居住していることを踏まえると、別の



 

  

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当た

らない。 

   加えて、申立期間は 12 年８か月に及び、このような長期間にわたって納付

記録が欠落するとは考え難い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3591 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年４月、同年５月、46 年３月、同年４月、47 年５月から

49 年８月までの期間及び 50 年７月から同年 11 月までの期間の国民年金保険

料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月及び同年５月 

② 昭和 46年３月及び同年４月 

③ 昭和 47年５月から 49年８月まで 

④ 昭和 50年７月から同年 11月まで 

私の国民年金の加入手続は、私が 20 歳になった昭和 43 年＊月ごろに、

母親が行ってくれた。その後、私は、会社を退職する度に、厚生年金保険

から国民年金への切替手続を行った。 

申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料は、私が母親に預け、母親

が自宅に来ていた集金人に納付していたが、１、２回は、私が、集金人の

家に出向いて納付したこともあった。 

申立期間①、②、③及び④が未加入とされていることは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が 20 歳になった昭和 43 年＊月ごろに、申立人の母親が、

申立人の国民年金の加入手続を行ってくれたと主張しているが、申立人自身

は、国民年金の加入手続に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手

続を行ったとする申立人の母親は既に他界していることから、申立期間①当

時の国民年金の加入状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険

者資格取得日からみて、申立人の国民年金の加入手続は、昭和 53 年７月か

ら９月ごろの間に行われたものと推認され、申立人は、継続して同一市内に

居住しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらないことから、申立期間①、②、③及び④は国民年金



 

  

に未加入の期間であったものと推認される。 

   さらに、申立人は、申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料は、申立

人が申立人の母親に預け、その母親が自宅に来た集金人に納付していたが、

１、２回は、申立人が、集金人の家に出向いて納付したこともあったと主張

しているところ、主に申立期間①、②、③及び④の保険料を納付したとする

申立人の母親は、既に他界していることから、申立期間①、②、③及び④当

時の保険料の納付状況は不明である上、１、２回は、保険料を納付したとす

る申立人もその当時の保険料額や納付時期についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

   加えて、申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①、②、

③及び④の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3592 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から 58 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から 58年 12月まで 

私は、婚姻届を提出したことを契機に、昭和 55 年ごろ市役所で夫婦二人

の国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料については、加入手続の

際に市役所で２年前までさかのぼって納付できると説明を受けたので、近

くの金融機関で夫婦二人分の保険料を納付書により２年前までさかのぼっ

て納付し、その後も未納期間がないように納付していたにもかかわらず、

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年ごろに市役所で夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料については、加入手続後に近くの金融機関で夫婦二人分を一

緒に２年前までさかのぼって納付し、その後も未納期間がないように納付し

ていたと主張しているが、申立人は、申立期間当時の保険料の納付時期、納

付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であることから、保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人が夫婦二人

分の保険料を一緒に納付していたと主張しているが、その夫についても、申

立人と同様に申立期間の保険料が未納となっている。 

   さらに、申立人は、現在所持している年金手帳以外に手帳を所持していた

記憶はないと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 61 年２

月に払い出されていることが確認でき、申立人は、申立期間直後の 59 年１

月から 61 年３月までの夫婦二人分の国民年金保険料を同年３月から同年 12

月の間に過年度納付により納付していることから、その時点では申立期間は

時効により保険料を納付することができない期間であり、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3593 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年６月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年６月から同年 10月まで 

私が会社を退職した昭和 50 年６月ごろに、市役所から国民年金保険料が

未納である旨の案内と一緒に納付書が届いたので、母親が市役所へ行き、

私の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったにもかかわらず、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 50 年６月ごろに、申立人の母親が申立人の

国民年金の加入手続を行い、その際に市役所窓口で申立期間の国民年金保険

料を納付したと主張しているが、申立人は、加入手続前に市役所から納付書

が届いたと述べており、その主張は、当時の制度上の取扱いと一致しない。 

   また、申立人は、申立人の母親が申立人の国民年金の加入手続を行い国民

年金保険料を納付したと主張しているが、申立人は、国民年金の加入手続及

び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、

保険料を納付したとする申立人の母親からは証言が得られないことから、国

民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は平成２年３月に払い出されてい

ることが確認でき、その時点では申立期間は時効により国民年金保険料を納

付することができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3594 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 46年３月まで 

私は、昭和 50 年ごろに夫婦二人分の国民年金の加入手続を行うとともに、

夫の分と一緒に保険料を納付し始めた。その直後に、このまま保険料を納

付し続けたとしても、夫婦ともに加入期間が足りないため、将来、年金の

支給を受けられなくなるおそれがあることが判明した。そこで、結婚直後

の 39 年４月以降の未納となっている国民年金保険料をさかのぼって納付す

ることとした。後日、郵送された納付書により近所の郵便局で 10 万円ほど

を納付し、その時夫の分についても、同じ期間の保険料をさかのぼって納

付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がい

かない。。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年ごろ国民年金に加入した直後に、39 年４月にさかの

ぼって夫婦同時に国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立人夫婦

の国民年金手帳記号番号は 50 年 10 月に夫婦連番で払い出されていること、

及び申立人夫婦は同年４月から国民年金保険料を納付し始めていることが確

認できるとともに、その時点では、申立人夫婦は、48 年４月にさかのぼって

２年間の保険料を過年度納付しても、特例納付しなければ、いずれも国民年

金受給資格を得られない状況であり、特殊台帳によれば、過年度納付と特例

納付を合わせて、申立人は 48 か月分の保険料を、その夫は 72 か月分の保険

料をそれぞれ納付していることが認められる。 

   また、申立人夫婦は、老齢基礎年金の受給権を確保するためには 300 か月

以上の国民年金保険料を納付していなければならないところ、申立人は 320

か月分の保険料を、その夫は 312 か月の保険料をそれぞれ納付しており、さ



 

  

らに、申立人夫婦が特例納付をした時期に居住していた市において、申立人

夫婦の国民年金手帳番号の前後の番号が付与された強制加入被保険者であっ

て特例納付をした者を抽出してその納付記録を調査した結果、受給要件を満

たすために必要な年数を特例納付したものと思われる被保険者が複数確認で

きることから、申立人夫婦は受給資格を満たすことを意識して特例納付した

と考えても不自然ではない。 

   さらに、申立人の夫も申立期間の保険料は未納とされている上、申立期間

の国民年金保険料の納付を示す関連資料（確定申告書、家計簿等）も無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3595 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年８月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 41年８月から 43年３月まで 

私は、昭和 44 年４月ごろ、自宅に集金人が来たので、41 年８月から 44

年３月までの国民年金保険料をまとめて納付した。保険料を納付した際、

集金人が、国民年金手帳の昭和 41 年度から 43 年度までの頁の切り取り線

の上に領収の割印を押してくれた。保険料額が高かったので、集金人に聞

くと、「２年数か月分ですから。」と言われた。私は、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年４月ごろ、集金人に、申立期間と昭和 43 年度分の国

民年金保険料をまとめて納付したと主張しているが、その時点において、申

立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間である上、それ以外の

期間についても、過年度納付することが可能であるものの、申立人が、その

当時居住していた市では、集金人が過年度保険料を徴収していなかったこと

が確認できる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間の始期である昭和 41 年

８月ごろに払い出されているが、申立人は、42 年５月に転居した市で、初め

て国民年金保険料を納付するようになったと述べており、申立人が国民年金

に加入後、定期的に保険料を納付していたことも考えにくい。 

   さらに、申立人は、自身が所持する国民年金手帳には、申立期間の国民年

金印紙検認記録欄に検認印が押されていないものの、右側の頁にある印紙検

認台紙が切り取られた際に、集金人が押した割印が残されていることから、

申立期間の国民年金保険料を納付したはずであると述べているが、制度上、

集金人は、前年度分の保険料の納付状況を確認するため、納付の有無にかか



 

  

わらず、左右の頁の中央に割印を押し、右側の台紙を切り取っていたことが

確認できる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3596 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年１月から６年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年１月から６年 12月まで 

私は、平成２年１月ごろ、友人たちとの会話の中で、60 歳以後も国民年

金に任意加入できることを知り、区役所で国民年金の任意加入手続を行っ

たと思う。申立期間の国民年金保険料は、金融機関又は区役所で納付して

いたにもかかわらず申立期間が未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年１月ごろ、区役所で国民年金の任意加入手続を行い、

金融機関又は区役所で、申立期間の国民年金保険料を納付してきたと主張し

ているが、申立人は、加入手続についての記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間当

時の保険料額や納付時期についての記憶も曖昧
あいまい

であることから、申立期間当

時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人は、平成２年＊月に 60 歳に到達したことにより、国民年金の

被保険者資格を喪失しており、オンライン記録及び申立人が所持する年金手

帳でも、その後申立人が、改めて国民年金の被保険者資格を取得した形跡が

見受けられないことから、申立期間は未加入期間であったものと推認される。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3597 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年８月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年８月から 63年３月まで 

私は、会社退職後の昭和 62 年８月ごろに区役所で国民年金の加入手続を

行った。加入手続後の国民年金保険料については、自宅に届くようになっ

た納付書により区役所で納付していたにもかかわらず、申立期間が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社退職後の昭和 62 年８月ごろに国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、現在所持して

いる年金手帳以外に手帳を所持していた記憶はないと述べている上、申立人

の所持する年金手帳では、当時、国民年金の加入手続を適切に行っていなか

ったことが確認できることから、申立内容と一致しない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は平成２年 11 月に払い出されている

ことが確認でき、その時点では申立期間は時効により国民年金保険料を納付

することができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無い上、口頭意見陳述においても具体的

な納付を裏付ける証言や証拠を得ることもできず、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3598 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 44年３月まで 

私の国民年金については、妻が昭和 50 年ごろに夫婦二人分の加入手続を

行うとともに保険料を納付し始めた。その直後にこのまま保険料を納付し

続けたとしても、加入期間が足りないため、将来、年金の支給を受けられ

なくなるおそれがあることが判明した。そこで、結婚直後の 39 年４月以降

の未納となっている国民年金保険料をさかのぼって納付することとした。

後日、郵送された納付書により近所の郵便局で 10 万円ほどを納付し、その

時妻の分についても、同じ期間の保険料をさかのぼって納付したはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年ごろ国民年金に加入した直後に、39 年４月にさかの

ぼって夫婦同時に国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立人夫婦

の国民年金手帳記号番号は 50 年 10 月に夫婦連番で払い出されていること、

及び申立人夫婦は同年４月から国民年金保険料を納付し始めていることが確

認できるとともに、その時点では、申立人夫婦は、48 年４月にさかのぼって

２年間の保険料を過年度納付しても、特例納付しなければ、いずれも国民年

金受給資格を得られない状況であり、特殊台帳によれば、過年度納付と特例

納付を合わせて、申立人は 72 か月分の保険料を、その妻は 48 か月分の保険

料をそれぞれ納付していることが認められる。 

   また、申立人夫婦は、老齢基礎年金の受給権を確保するためには 300 か月

以上の国民年金保険料を納付していなければならないところ、申立人は 312

か月分の保険料を、その妻は 320 か月の保険料をそれぞれ納付しており、さ

らに、申立人夫婦が特例納付をした時期に居住していた市において、申立人



 

  

夫婦の国民年金手帳番号の前後の番号が付与された強制加入被保険者であっ

て特例納付をした者を抽出してその納付記録を調査した結果、受給要件を満

たすために必要な年数を特例納付したものと思われる被保険者が複数確認で

きることから、申立人夫婦は受給資格を満たすことを意識して特例納付した

と考えても不自然ではない。 

   さらに、申立人の妻も申立期間の保険料は未納とされている上、申立期間

の国民年金保険料の納付を示す関連資料（確定申告書、家計簿等）も無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 44 年４月から 46 年 12 月まで 

             ② 昭和 47 年１月から同年３月１日まで 

             ③ 昭和 48 年 12 月 26 日から 49 年１月まで 

             ④ 昭和 49 年１月から同年７月 22 日まで 

             ⑤ 昭和 49 年９月から平成８年５月まで 

    社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の期間照会をしたところ、Ａ

社、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社で勤務していた期間の加入記録が無いとの回答

があった。Ｄ社については、過去に社会保険事務所に相談に行った際に、

当時の担当者は私が示した給与明細書等の資料を見て、保険料控除があ

ったことを認めている。当該期間について、現在、給与明細書等は残っ

ていないが、厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社は当該期間当時、厚生年金保険の適用事業所

となっておらず、商業登記簿においても所在を確認できないため、事業主

及び同僚の連絡先が不明であることから、申立てに係る供述を得ることが

できない。 

   また、申立人がＡ社の取引先として挙げたＥ社及びＦ社に、Ａ社につい

て問い合わせたが、同社について供述を得ることができず、同社の存在を

確認できない。 

   さらに、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間②及び③について、申立人はＢ社に昭和 47 年１月から 49 年１

月まで勤務していたとしているが、オンライン記録において、申立人の同



  

社における厚生年金保険の被保険者資格の取得日は 47 年３月１日、喪失

日は 48 年 12 月 26 日と記録されている上、この期間はＧ厚生年金基金か

ら提出された厚生年金基金加入員資格取得届、同喪失届、Ｈ健康保険組合

から提出された台帳の加入記録及び雇用保険の記録と一致している。 

   また、Ｂ社の元取締役は、厚生年金保険の加入時期について、「新卒者

については４月、中途採用者は試用期間経過後に加入させていた。」と回

答していることから、同社には試用期間があったことが推認できる。 

   さらに、申立期間②③当時、Ｂ社に勤務していた従業員５名は申立人の

ことを記憶しておらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に係

る供述を得ることができない。 

   加えて、Ｂ社は平成元年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっている上、元取締役は、「昭和 59 年に他社と合併した際に、過去の

資料を処分してしまった。」としていることから、申立人の厚生年金保険

の適用状況及び給与から保険料を控除されていたことを確認できない。 

   申立期間④については、申立人は昭和 49 年１月からＣ社に勤務してい

たとしているが、オンライン記録において、申立人の同社における厚生年

金保険の被保険者資格の取得日は、同年７月 22 日と記録されているとこ

ろ、雇用保険の加入日は同日となっていることが確認できる。 

   また、申立期間④当時、Ｃ社に勤務していた元従業員９名に照会したと

ころ、回答のあった５名のうち４名は、厚生年金保険の加入時期について、

入社してから一定期間経過後に加入したと供述していることから、同社に

試用期間があったことが推認できる。 

   さらに、申立人は当時の同僚を記憶していない上、上記の元従業員５名

は申立人を記憶しておらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除

に係る供述を得ることができない。 

   加えて、Ｃ社は昭和 51 年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっている上、事業主は既に死亡しており、当時の資料（人事記録、賃金

台帳、源泉徴収簿等）も無いことから、申立人の厚生年金保険の適用状況

及び給与から保険料を控除されていたことを確認できない。 

   申立期間⑤については、Ｄ社の元従業員 21 名に照会したところ、回答

のあった 15 名のうち、14 名は申立人を記憶しておらず、１名は名前を覚

えているものの記憶が曖昧
あいまい

であり、また、申立人が名を挙げた上司も既に

死亡しているため、申立てに係る供述を得ることができず、在籍を証明で

きない。 

   また、Ｄ社で社会保険事務の担当をしていた従業員から提出された社員

住所録（平成５年 11 月現在）には、申立人の氏名は見当たらない。 

   さらに、Ｄ社が昭和 58 年７月１日以降加入していたＩ厚生年金基金に

申立人の加入記録を確認したが、申立人の加入記録は確認できなかった。 



  

   加えて、Ｄ社は平成 10 年９月８日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっている上、当時の資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）も無い

ことから、申立人の厚生年金保険の加入状況及び給与から保険料を控除さ

れていたことを確認できない。 

   なお、申立人は、過去にＪ社会保険事務所（現在は、Ｋ年金事務所）に

Ｄ社の厚生年金保険被保険者期間について相談に行った際に、当時の担当

者が申立人が提出した給与明細書及び預金通帳等を確認し、保険料控除が

あったことを認めたと供述しているが、Ｋ年金事務所は当時の担当者は既

に退職している上、当時の記録も既に廃棄していることから、申立人が供

述した事実について確認できないと回答している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者としていずれの申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成５年６月１日から６年 10 月 31 日まで

の期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 

   また、申立期間のうち、平成６年 10 月 31 日から７年４月１日までの期

間について、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年６月１日から６年 10 月 31 日まで 

             ② 平成６年 10 月 31 日から７年４月１日まで 

    Ａ社及びＢ社（現在は、Ｃ社）Ｄ工場に勤務していた申立期間①の標

準報酬月額が、実際にもらっていた給料と相違している。給与控除明細

書及び平成５年分の源泉徴収票を提出するので、支給されていた給料に

見合う標準報酬月額に訂正してほしい。また、申立期間②は、国民年金

の加入期間になっているが、この期間もＢ社に勤務し、６年 10 月分な

いし同年 12 月分の給与控除明細書のとおり厚生年金保険料を控除され

ており、国民年金の加入者になったことも知らなかった。調査の上、厚

生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、厚生年金保険の標準報酬月額の相違に係る申立て

については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとなる。 



  

   申立人が提出した給与控除明細書から、申立人の主張どおり 40 万円の

報酬が支払われていることが確認できるが、事業主が源泉控除していた

厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、平成５年７月から６年９月ま

では 30 万円であり、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。 

   また、申立人が提出した平成５年分源泉徴収票の社会保険料等の金額か

ら、平成５年６月の厚生年金保険料控除額は、標準報酬月額 30 万円に相

当する額であり、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

   申立期間②について、申立人が提出した平成６年 10 月から同年 12 月ま

での給与控除明細書及びＣ社が提出した７年１月から同年３月までの給

料明細（賃金台帳）により、申立人が当該期間において同社に勤務して

いたことが確認できる上、当該給与明細書には、６年 10 月から同年 12

月までの厚生年金保険料が控除されていた旨が記載されている。 

   しかし、申立期間②において、Ｂ社は、オンライン記録上、厚生年金保

険の適用事業所となっていないことが確認できるところ、同社の事業主

は、「申立期間②は厚生年金保険の適用事業所でなくなった期間であり、

給与から控除した平成６年 10 月から同年 12 月までの期間の厚生年金保

険料は、誤って控除してしまったものであり、７年５月２日に同年４月

分給与と一緒に返金し、同年１月から同年３月までの期間は厚生年金保

険料を控除していなかった。」と述べており、このことは事業主から提

出された給与明細（賃金台帳）からも確認できる。 

   また、申立人は、申立期間②において、国民年金の加入者になったこと

を知らなかったと述べているが、当該期間の国民年金保険料をＢ社退職

後の平成８年 10 月２日に一括して納付しているほか、申立人の妻は、当

該期間に係る国民年金の被保険者資格を第３号被保険者から第１号被保

険者に種別変更し、保険料を納付していることが確認できる。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年１月７日から同年８月１日まで 

    私はＡ市にあったＢ社に昭和 46 年に入社後、49 年に海外勤務となり

52 年に帰国し、Ｃ区にあった関連会社のＤ社に勤務した。 

    オンライン記録では、Ｄ社の昭和 53 年１月７日から同年８月１日ま

での期間の標準報酬月額が 15 万円となっている。私は営業職で海外出

張が多かったが 52 年から給料は月額 28 万円をもらっており、給料が下

がっていた記憶は無い。不自然なので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人はＤ社の厚生年金保険被保険者資格取得時の標準報酬月額は 28

万円であったと主張するところ、オンライン記録によると、昭和 53 年８

月に申立人の標準報酬月額は資格取得時の 15 万円から 26 万円（33 等

級）に随時改定されている。 

   また、Ｄ社の同僚の保管する昭和 53 年１月から同年 12 月までの給料明

細書及び源泉徴収票の標準報酬月額は、健康保険厚生年金保険被保険者

名簿に記載のある標準報酬月額と一致している。 

   さらに、Ｄ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の

標準報酬月額の記載内容に不備は無く、標準報酬月額がそきゅうして訂

正された痕跡
こんせき

は無い上、申立人は給与明細書等の保険料控除が確認でき

る資料の保存はしておらず、Ｂ社及びＤ社は既に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており、賃金台帳等の確認はできない。 

   なお、その同僚が保管していた「厚生年金保険及び健康保険料変更通

知」について、申立期間当時のＤ社の経理部長に問い合わせたところ、



  

「申立期間は、社会保険事務所（当時）からの標準報酬月額決定の通知

に基づき、各従業員に対し厚生年金保険及び健康保険料変更通知で通知

していた。」と回答していることから、申立人についても厚生年金保険

資格取得時及び随時改定時には、変更の通知があったものと考えられる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間についてその主張する標

準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年６月ごろから 59 年５月ごろまで 

    オンライン記録によると、私は、申立期間に大型トラックの運転手と

してＡ社に勤務していたにもかかわらず、記録が無い。 

    当時、正社員として入社したはずであり、保険料を控除されていたこ

とを確認できる資料は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が挙げた複数の従業員が、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票において確認できること、及び同僚の供述から、申立人がＡ社に

勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、上記の同僚は、「Ａ社には昭和 58 年ぐらいに入社し、

大型トラックの運転手であった。」と供述しているが、厚生年金保険の被

保険者資格の取得日は、63 年９月 13 日となっており、同社の入社後、約

５年間は厚生年金保険に加入していない。 

   一方、別の同僚は、「入社後すぐに厚生年金保険に加入した。」と供述

している。 

   これらのことから、Ａ社では、同じ大型トラックの運転手であっても、

社会保険の加入について、従業員ごとに異なる取扱いをしていたことがう

かがえる。 

   また、上記の同僚のうち、１名について雇用保険の加入記録を確認した

ところ、厚生年金保険の資格取得日の約２か月前に加入しているが、申立

人は、Ａ社において雇用保険に加入していない。 

   さらに、Ａ社は、当時の賃金台帳や源泉徴収簿等を保存しておらず、申



  

立人も同社に係る給与明細書等の資料を所持していないことから、申立人

の申立期間における厚生年金保険の適用及び給与からの厚生年金保険料の

控除は確認できない。 

   加えて、申立期間当時のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

に申立人の氏名は見当たらず、整理番号に欠番も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年４月１日から 34 年１月１日まで 

    私は中学校卒業後、昭和 33 年４月１日にＡ社に入社し、同社では冷

蔵庫の外枠の板金の取付けや完成した製品の納品などを行っていた。 

    また、当時、健康保険被保険者証を使って医者に行った記憶があり、

厚生年金保険料も給与から控除されていたと思うので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社に勤務していたことは、申立人と同じ中学校を卒業し、同

社に同期入社したとする同僚の供述から推認できる。 

   しかしながら、上記の同僚についても、Ａ社における厚生年金保険の記

録は無い。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から連絡

が取れた、申立人と同時期に勤務していた複数の者は、「同社では、入社

後に試用期間があり、すぐには厚生年金保険には加入させてはもらえなか

った。」と供述している上、これらの者が同社に入社したとする日と上記

被保険者名簿から確認できる資格取得日を比較すると、４か月から１年４

か月までの期間があることが確認できる。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の賃金台帳や源泉徴収簿等を確認できず、申立人も当時の給与明細書等

を所持していないことから、申立人の申立期間における給与からの厚生年

金保険料の控除は不明である。 

   加えて、上記被保険者名簿を調査したところ、申立期間において申立人

の氏名は見当たらず、健康保険番号の欠番は無い。 



  

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関係資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 11月 26日から 40年７月１日まで  

             ② 昭和 40 年 11 月 16 日から 42 年２月まで 

    私は、昭和 39 年 11 月から 42 年２月までＡ社に在籍し、同社Ｂ店に

勤務していた。当時は大学生で正社員ではなかったが、大学にはほとん

ど行かず、申立期間において継続して勤務しており、勤務形態や勤務時

間等も変わらなかったので、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ店に勤務していた同僚の証言から、申立人が申立期間①及び②を

含めて継続して同社にアルバイトとして勤務していたことが推認できる。 

   しかし、Ａ社は、「当時はアルバイトといえども加入要件に該当してい

れば厚生年金保険に強制加入させ、該当しなくなれば喪失届を出してい

た。」と回答しており、同社Ｂ店の事務担当者も「本社が出勤簿を基にし

て社会保険の加入を判断していた。」と供述しているところ、同社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿からは、申立人と同日に資格を取得し

ているほとんどの被保険者が、申立人同様、短期間で被保険者資格を喪失

しており、同社で複数回にわたって被保険者資格の取得と喪失を繰り返し

ている者も複数見受けられる。 

   また、Ａ社は申立期間②において厚生年金基金を設立しているが、同基

金にも申立人の加入記録は存在しない。 

   さらに、申立人が、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書などの資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給



  

与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年７月 13 日から 12 年８月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社に勤務していた申立

期間が被保険者期間となっていなかった。私は、社会保険に加入できる

ことが条件で入社したので、被保険者期間となっていないのはおかしい。

同僚はおらず、給料明細書など保険料控除を証明する書類は無いが、被

保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立人の預金口座に申立期間の給与が振り込まれて

いることから、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、Ａ社の複数の元従業員は、「申立期間当時、社会保険に加入し

ている人と加入していない人が存在していた。」と供述している。 

   また、当時の事業主は、「本人の希望等により、社会保険に加入してい

ない従業員もいた。」と述べているところ、上記の同僚のうちの１名は、

「社会保険の加入は、その時の派遣先企業との契約内容や、所長の判断に

よって決まるところがあった。私は、Ａ社において被保険者になっていな

い期間も同社に勤務していた期間があるが、同社から社会保険の加入につ

いて選択してほしいと言われ、未加入にした。」と供述している。 

   さらに、申立人は、申立期間においてＢ国保の被保険者（家族）として

の加入記録があることが確認できる。 

   加えて、申立人が当該事業所で厚生年金保険料を事業主により給与から

控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料が無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年８月１日から平成３年３月 22 日まで 

    私は、Ａ社Ｂ店で正社員として勤務し、申立期間中、調理や接客をし

て働いていた。給料から厚生年金保険料が控除されていたと記憶してお

り、この期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された、事業所前で撮影された制服での２枚の写真及び

同僚の証言から、申立人が申立期間において、Ａ社Ｂ店に勤務していた

ことが推認できる。 

   しかしながら、Ａ社を営業展開するＣ社にＢ店の記録は残っておらず、

Ａ社Ｂ店が厚生年金保険の適用事業所となっていたという記録も見当た

らない。 

   また、申立人と同じころにＡ社Ｂ店に勤務したとする同僚は、同社に在

職していた期間は、厚生年金保険には加入していなかったと回答してい

る。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認する

ことができる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2656（事案 1113 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成６年７月１日から７年４月 30 日までの

期間における標準報酬月額に係る記録訂正を認めることはできない。 

   また、申立期間のうち、平成７年４月 30 日から同年９月８日までの期

間においては、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年７月１日から７年４月 30 日まで 

             ② 平成７年４月 30 日から同年９月８日まで 

    平成６年７月１日から７年４月 30 日までの標準報酬月額が、後日、

９万 8,000 円に訂正処理されているが、実際には 50 万円であったと記

憶している。保険料を滞納した覚えは一切無く、税金も払っており、記

録訂正にも全く関与していない。また、同年４月 30 日から同年９月８

日までの被保険者期間が空白になっているが、脱退などしているはずが

無くこちらも調査をした上で訂正を求めたいので、新たに資料を付けて

再申立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、さかのぼった標準報酬月額の訂正が確認できるも

のの、Ａ社の商業登記簿謄本から申立人が同社の代表取締役であったこと

が確認できる上、社会保険事務所（当時）による質問応答書に、当該訂正

処理が行われた当時、申立人が社会保険関係の事務を行っていたと記載さ

れていることから、申立人が当該訂正処理に関与していなかったとは考え

難く、同社の代表取締役である申立人が、自らの標準報酬月額に係る減額

処理に関与しながら、その処理が有効なものでないと主張することは信義

則上許されないとして、また、申立期間②については、オンライン記録に

よると、Ａ社は平成７年４月 30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なり、同年９月１日に再び適用事業所となっていることが確認でき、申立



  

期間②において適用事業所となっていない上、当該期間における厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる賃金台帳、

給与明細書等の関連資料が無いことから、既に当委員会の決定に基づく平

成 21 年８月 18 日付けの年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

   今回、申立人は保険料納付を示す資料として新たに平成４年４月から７

年２月までの「給料台帳」、平成５年度の「確定保険料算定基礎賃金集計

表」及び「源泉徴収税額表」等の写しを提出したが、当該資料は、申立期

間①においては、減額訂正処理に申立人が関与していなかったことを示す

資料には当たらず、申立期間②においては、保険料控除が確認できる資料

に当たらない上、元従業員から当該期間は「健康保険被保険者証がもらえ

なかった。」という証言が新たに得られている。 

   そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立期間①における標準報酬月額に係る記録訂正を認めること

はできず、また申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年７月 16 日から同年９月 21 日まで 

    私は、昭和 39 年７月にＡ社に入社し、43 年７月にＢ社と出向となっ

た。勤務は継続していたにもかかわらず、同社へ出向となった直後の２

か月間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、申立期間を

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している辞令、Ｃ社（Ｂ社の後継会社）の在籍証明書及び

雇用保険の記録から、申立人が申立期間にＢ社に勤務していたことは確認

できる。 

   しかし、オンライン記録から、申立人の被保険者資格の取得日はＢ社が

適用事業所となった昭和 43 年９月 21 日であることが確認できる。 

   また、申立人がＡ社からＢ社へ出向になった際の稟議書
りん ぎしょ

には申立人のほ

かに５名の同僚の名前が記載されているが、当該同僚に聴取しても、保険

料控除に係る供述を得ることができない。 

   さらに、Ｃ社は、「稟議書
りん ぎしょ

によって、申立期間の勤務は確認できるが、

社会保険料の控除については確認できない。また、出向者の給料は場合に

よって出向元が負担したり、出向先が負担したりしていた。出向先が社会

保険の適用事業所になっていない場合の取扱いについては資料も無く、不

明である。」と回答している。 

   加えて、申立人が、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票などの資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年８月ごろから 37 年８月１日まで 

             ② 昭和 37 年 12 月ごろから 40 年 11 月ごろまで 

    私は、申立期間①について、昭和 35 年８月ごろにＡ社に入社し、仮

設電気工事現場保守を２年間行っていたが、同社での資格取得日が 37

年８月１日となっており、当該期間が厚生年金保険の被保険者期間とな

っていない。 

    申立期間②については、Ａ社を退職後、Ｂ社に入社し、具体的な勤務

期間までは記憶していないが、２年から２年半ぐらい勤務したのに、こ

の期間が被保険者期間となっていない。 

    申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、同僚の証言及び申立人が当時の同僚の名前を記憶

していることから、申立人が当該期間においてＡ社に勤務していたことは

推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 37 年８月１日

に厚生年金保険の適用事業所になっており、当該期間は適用事業所ではな

いことが確認できる。 

   また、同僚は、「入社から適用事業所になるまでの期間の給料から保険

料は控除されていなかった。」と供述している。 

   さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除に係る事実



  

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人は、Ｂ社の事業内容及び所在地を供述して

いるところ、この供述内容と商業登記簿謄本で確認できる同社の業務内容

と所在地が一致していることから、勤務期間は特定できないものの、申立

人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は厚生年金保険の適用事

業所となっていない。 

   また、Ｂ社の事業主は、連絡先が不明である上、申立人は、当時の同僚

を記憶していないことから、これらの者から申立人についての証言を得る

ことができない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除に係る事実

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年４月１日から 24 年４月１日まで 

    私は、昭和 23 年３月に旧制中学校を卒業して、同年４月に進駐軍の

物品等を扱うＡ社本社に入社し、24 年５月９日に同社のＢ所に異動す

るまで、各所から送られてくる報告書の計算チェック等の仕事をしてい

た。 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社本社での加入期間が昭和 24 年４月１

日から同年５月９日までとなっており、12 か月間欠落している。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の労務管理を行っていたＣ渉外労務管理事務所（現在は、Ｄ防衛事

務所）が保管している「連合国軍関係常用使用人登録票」により、申立人

が、同社に昭和 23 年４月 23 日から 25 年９月１日まで継続して勤務して

いたことが確認できる。 

   しかしながら、駐留軍労働者に対する社会保険の適用は、厚生省保険局

長通知「進駐軍労務者に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用に関

する件」（昭和 23 年 12 月１日保発第 92 号）により、おおむね 24 年１月

１日を期に厚生年金被保険者資格を取得させるとされている。 

   また、オンライン記録によると、Ｃ渉外労務管理事務所は昭和 24 年４

月１日から厚生年金保険の適用事業所となっているため、申立期間は、適

用事業所ではないことが確認できる。 

   さらに、同僚は、「申立人とは、違う職種であり、申立人のことは覚え

ていないが、厚生年金保険の資格については、渉外労務管理事務所で昭和



  

24 年４月１日の取得であることは承知している。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年２月 10 日から 45 年７月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ社に勤務してい

た期間のうち、昭和 43 年２月 10 日から 45 年７月１日までの期間の厚

生年金保険の被保険者記録が無い旨の回答を得た。同社には 37 年３月

１日から 47 年３月１日まで継続して勤務していたので、申立期間につ

いて、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元事業主及び元同僚の証言から判断すると、申立人が、申立期間

において同社に継続して勤務していたことが推認できる。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人は昭和 43 年２月 10 日に資格を喪失し、45 年７月１日に再度資格を取

得しており、それぞれの被保険者期間に係る健康保険の整理番号は別番

号となっていることが確認できる。 

   また、Ａ社は昭和 44 年 10 月１日に厚生年金基金に加入しているところ、

同基金における申立人の加入日は 45 年７月１日であることが確認でき、

これは、申立人が同社における厚生年金保険の資格を再取得した日と一

致していることが確認できる。 

   さらに、申立人は給与明細書を所持しておらず、申立人が提出した申立

期間に係る給与の支給額表からは、厚生年金保険料の控除額は確認でき

ない。 

   加えて、Ａ社の元事業主は、申立期間当時の関係資料（人事記録、賃金

台帳、源泉徴収簿等）を同社の解散により廃棄したとしており、申立期

間に係る給与からの厚生年金保険料の控除について確認はできない。 



  

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関係資料及び周辺事情は見当たらない。 
   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 11 月１日から 48 年６月１日まで 

    厚生年金保険被保険者記録によると、昭和 46 年 11 月１日から 48 年

６月１日までの期間が被保険者期間となっていないが、当該期間はＡ社

において正社員の技術職として勤務していたため、申立期間において被

保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元事業主から提出された申立人に係る履歴書、退職届及び当該元

事業主の回答から判断すると、申立人は昭和 46 年 11 月７日から 48 年３

月 31 日まで同社に在籍していたことが確認できる。 

   しかし、Ａ社に係るオンライン記録及び健康保険厚生年金保険事業所別

被保険者名簿から、同社が適用事業所となったのは申立期間後の昭和 48

年 10 月１日であることが確認できるところ、元事業主は、申立期間につ

いて、同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったと考えられるとし

ている。 

   また、申立人が挙げた元同僚２人及び元事業主のオンライン記録から、

３人はいずれも申立期間において厚生年金保険の被保険者となっていな

いことが確認でき、当該元事業主は、当該期間は社員の給与から厚生年

金保険料の控除はしていないと述べている。 

   さらに、申立人は給与明細書等の資料を保持しておらず、Ａ社は既に解

散し、申立期間当時の関係資料（賃金台帳、源泉徴収簿等）は廃棄され

ているため、申立期間に係る給与からの厚生年金保険料の控除について

確認はできない。 
   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる



  

関係資料及び周辺事情は見当たらない。 
   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 12月 26日から 41年１月 25日まで  

             ② 昭和 41 年３月 20 日から同年４月１日まで 

             ③ 昭和 41 年７月 15 日から同年９月１日まで 

             ④ 昭和 41年 12月 20日から 42年１月 10日まで  

             ⑤ 昭和 42 年３月 20 日から同年４月１日まで 

             ⑥ 昭和 42 年７月 15 日から同年９月１日まで 

             ⑦ 昭和 42 年 12 月 20 日から 43 年１月６日まで 

             ⑧ 昭和 43 年７月１日から 46 年１月５日まで 

    オンライン記録では、Ａ社での厚生年金保険の資格取得は、昭和 46

年１月５日になっているが、それ以前にも同社に勤務していた。 

    私は、父が経営するＡ社に、申立期間①から⑦までは、高校生で期間

アルバイトとして、同社Ｂ工場で働いた。申立期間⑧は、大学生だった

が、大学が臨時休校となった時期、同社Ｂ工場で、正社員として勤務し

ていた。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚及び申立人の弟の供述から、申立人が申立期間にＡ社に勤務

していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人の雇用保険の被保険者資格取得日は、昭和 46 年

１月５日となっており、Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日

と同日となっていることが確認できる。 

   また、当時のＡ社での社会保険の事務担当者は、「申立人と申立人の弟

は、高校から大学を卒業するころまで、アルバイトとして働いていた。当



  

時、アルバイトは、申立人の友人を加えた３名であり、アルバイトは、社

会保険に加入しない取扱いをしていた。申立人は、昭和 47 年３月に大学

を卒業しており、その前に社会保険に加入しているのは、先代の社長と申

立人は、親子だったので、そのようにしたのだと思う。」と供述しており、

申立人の弟は、「大学を卒業する前に資格を取得しているが、その時から、

正社員の扱いになったのだろう。その前までは、アルバイトとしての取扱

いであったと思う。」と供述している。 

   さらに、当時の社会保険の事務担当者は、「申立人の友人は、昭和 44

年ごろから 45 年ごろまでアルバイトとして仕事をしていた。」と供述し

ているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、当該

友人の氏名は無い。 

   加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書などの資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年３月 25 日から 36 年 12 月 16 日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期

間について脱退手当金を支給済みとの回答をもらった。 

    しかし、脱退手当金を受給したとされるころには実家には住んでいな

かったので、通知の方法が無かったと考えられる。また、脱退手当金の

説明を会社から受けた記憶も受給した記憶も無いので、脱退手当金が支

給されたこととなっている記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の

申立人が記載されているページとその前後 10 ページに記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 36 年 12

月 16 日の前後２年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たし

た 62 名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、53 名について脱退手

当金の支給記録が確認でき、うち 52 名が資格喪失日から９か月以内に脱

退手当金の支給決定がなされている上、申立人と同じ資格喪失日及び支給

決定日の者が多数見受けられる。 

   また、同僚によると、「退職手続の際に、会社から脱退手当金制度の説

明を受け、請求手続は会社でも個人でもできると言われ、私は会社に一任

し、お金も会社経由で受け取った。」と回答していることから、申立人に

ついてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高い

ものと考えられる。 

   さらに、申立人の上記被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する

「脱」表示が記されている上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上



  

の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約９

か月後の昭和 37 年９月３日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

   このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 57 年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和 57 年 10 月から同年 12 月まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ社で現場の作業

をしていた期間、Ｂ社で勤務していた期間及びＣ社（現在は、Ｄ社）で

製造の補助として勤務していた期間の記録が無い。Ａ社及びＢ社に勤務

していた期間は見習期間で、Ｃ社では６か月ごとの契約社員だったが、

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社でＥ橋の現場で作業をしていたと

しており、同社に照会したところ、Ｅ橋の現場を請け負っていたとの回答

であったことから、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社の人事担当者は、「正社員であれば見習期間であっても人

事記録があるが、申立人に係る記録は無い。現場では日雇労働者も勤務し

ていたが、日雇労働者は厚生年金保険に加入させていない。」と述べてい

る。 

   また、申立人は同僚の氏名を記憶しておらず、複数の者に聴取したもの

の、申立人を記憶する者がいないことから、申立人の雇用形態を確認する

ことができない。 

   申立期間②について、Ｂ社の人事担当者は、「期間は不明だが、申立人

が試験室の見習社員として勤務していたことを記憶している社員がい



  

る。」と述べていることから、申立人が同社に勤務していたことは推認で

きる。 

   しかし、上記担当者は、「当該期間当時の人事記録及び就業規則等は現

存しない。」としながらも、「見習期間中の者は厚生年金保険に加入させ

ていなかったと聞いている。」と述べている。 

   また、申立人が記憶する同僚を含め複数の者に聴取したものの、見習期

間における厚生年金保険料の控除を記憶する者はいなかった。 

   申立期間③について、申立人は、Ｃ社において契約社員として勤務して

いたと供述しているが、Ｄ社の人事担当者は、「同社に現存している申立

人の履歴書によると、申立人は昭和 59 年 11 月 27 日付けの採用者として

確認できるが、申立期間③において勤務していたことが確認できない。」

としている。 

   また、Ｄ社では、「６か月ごとの契約更新を行う契約社員でも厚生年金

保険に加入させていたが、契約期間満了前に退職した場合には加入手続を

行わないこともあった。」と回答しているところ、申立人は、契約期間満

了前に退職したと述べている。 

   さらに、申立人は同僚の氏名を記憶しておらず、複数の者に聴取したも

のの、申立人を記憶する者はおらず、申立人の当該期間における保険料の

控除をうかがえる供述を得ることができなかった。 

   このほか、申立人は厚生年金保険料を事業主により控除されていた事実

を確認できる給与明細等の資料は無く、申立てに係る事実を確認できる関

連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年４月から 20 年９月まで 

    私は、昭和 19 年４月にＡ社に入社し、陸軍の木材集積所の管理業務

に従事し、終戦処理後の 20 年９月に退職した。戦闘機の機銃掃射によ

り逃げ惑ったことを鮮明に覚えているので、戦時中であったことは間違

いない。21 年２月から厚生年金保険の被保険者記録があると言われた

が、終戦で陸軍が無くなり、勤務地であった陸軍の木材集積所も無くな

ったので、そのころにＡ社に勤めているはずがない。申立期間を被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと述べている。 

   しかし、申立人は、Ａ社に勤務していたのは戦時中の一回だけだと主張

しているが、オンライン記録では、申立人に係る同社の被保険者期間は昭

和 21 年２月１日から同年 10 月１日となっており、厚生年金保険記号番号

払出簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）にも、申立人の資格取得

日は同年２月１日と記載されており、オンライン記録の資格取得日と一致

していることが確認できることから、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

   また、厚生年金保険記号番号払出簿において、申立期間に申立人に別の

厚生年金保険記号番号が払い出された形跡は確認できない。 

   さらに、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主から申立人の厚生年金

保険加入状況を確認することはできない上、申立人が記憶している同僚は

連絡先が不明のため証言を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除



  

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月１日から７年４月 30 日まで 

    私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が引き下げ

られている。当時の給与支払明細書を提出するので、調査をして標準報

酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、当初、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、平成６年４月から同年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年３月

までは 59 万円と記録されていたところ、同年４月 28 日付けで 20 万円に

引き下げられていることが確認できる。 

   しかし、商業登記簿謄本から、申立人が申立期間当時、Ａ社の代表取締

役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、「Ａ社のもう一人の代表取締役である配偶者Ｂ氏が経

営実権を持っていて、私は名前だけの代表取締役で、標準報酬月額の

遡及
そきゅう

訂正の届出については知らない。」と主張しているが、申立人及び

Ｂ氏は、同社の代表者印は申立人が管理していたとしていることから、

申立人が当該訂正処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役である申立人が

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なもの

ではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、申立

人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年５月ごろから 31 年３月ごろまで 

    申立期間当時、Ａ社（現在は、Ｂ社）で、学生アルバイトとして返品

係の仕事をしていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時のＡ社の従業員の供述及び申立人の記憶から、期間は特定

できないものの申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｂ社は、保管する資料の中に申立人に係るものは無いと

している上、申立人が同僚の氏名を記憶しておらず、申立人が記憶してい

る姓の上司を特定することができないことから、申立期間に係る勤務実態

及び保険料控除に関する証言を得ることができない。 

   また、申立人は「申立期間当時、昼間部の大学生であったので、授業と

授業の合間等に仕事をしていた。」としていることから、Ａ社の一般の従

業員より就労時間が短く、厚生年金保険被保険者に該当していなかったと

考えるのが自然である。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間

当時に、同社に在籍していたことが確認できる昭和 10 年又は 11 年生まれ

の複数の従業員から聴取したところ、「昼間部の学生アルバイトは相当数

いた。」という供述があったにもかかわらず、「申立期間当時、夜間部の

学生であったため、昼間アルバイトとして勤務していたが、就労時間は正

社員と同じであった。」とする１名を除き、いずれも「正社員であっ

た。」としており、昼間部の学生であり、アルバイトとして勤務していた

とする者はいなかった。 



  

   このほか、保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2668 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年９月１日から 24 年５月 30 日まで 

             ② 昭和 24 年６月１日から 25 年１月１日まで 

    当時、大学生であったが、Ｅ社からの紹介により、申立期間①につい

ては、Ａ社に記者見習として入社し、印刷にかかわる仕事をしており、

申立期間②についてはＢ社（現在は、Ｃ社）で手形受付等の仕事をして

いた。Ｅ社からは両社とも正社員として扱うと聞いていたので、申立期

間①及び②を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の勤務内容についての詳細な記憶から、申

立人がＡ社で印刷技術者として勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人が勤務していたとするＡ社は、オンライン記録で

は厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

   また、厚生年金保険の適用事業所となっている類似した名称のＤ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該期間当時、在籍の確認

ができる従業員に照会したところ、Ｄ社では新聞編集、販売、広告の募集

は行っていたが、印刷については別会社に委託していたとする供述が得ら

れた上、申立人の記憶しているＡ社の所在地とは異なっており、申立人が

勤務していたとする同社を特定することはできなかった。 

   さらに、申立人は同僚の氏名等を記憶しておらず、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことについて供述を得

ることができない。 

   申立期間②について、申立人は昭和 24 年６月１日から 25 年１月ごろま

でＢ社に勤務していたと主張しているところ、Ｃ社の保管している退職者



  

名簿において、申立人に係る記録は採用年月日が 24 年 12 月 16 日、退職

年月日が 25 年１月 16 日で所属は臨時と記載されていることが確認できる。 

   しかし、当該期間において、申立人と同じく学生アルバイトとしてＢ社

に勤務したとする従業員は、「当初、厚生年金保険には加入せず、数箇月

たった後で希望者は厚生年金保険に加入できる旨の話があった。私は厚生

年金保険への加入を希望したので、同社において被保険者記録がある。」

と供述している。 

   また、Ｂ社で労務関係の仕事をしていたとする者は、「数箇月間の契約

の学生アルバイトは、厚生年金保険には加入させていなかったと思う。」

と述べている。 

   さらに、Ｃ社は、当時の資料が無いことから、臨時従業員に係る厚生年

金保険の取扱いは不明であると回答しており、申立人が、当該事業所にお

いて、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年８月 21 日から 53 年 12 月 18 日まで 

    私は、昭和 48 年８月 21 日にＡ社に入社し、数年間、１日３時間程度

の勤務をしていたが、その後１日勤務となり、62 年３月 15 日まで継続

して勤務していた。しかし、48 年８月 21 日から 53 年 12 月 18 日まで

の厚生年金保険加入記録が無い。年金手帳から、厚生年金保険に加入し

ていたのは事実なのだから、この当該期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の関連会社である、Ｂ社所有のＡ社の正規社員名簿から、申立人が

申立期間に同社に勤務していたことが確認できる。 

   また、申立人は、年金手帳に記載されているＡ社に係る厚生年金保険の

被保険者期間のうち、後半の勤務期間しか加入記録が無く、前半の勤務期

間である申立期間に厚生年金保険の加入記録が無いのは納得がいかないと

主張している。 

   しかし、申立人は、昭和 48 年８月 21 日にＡ社に入社し、数年間は１日

３時間程度の勤務であり、その後１日勤務となったと供述しているところ、

申立人が名前を挙げた同僚は、「私は、当初、短時間勤務であったため、

厚生年金保険に加入していなかったが、短時間勤務でなくなったため、厚

生年金保険に加入した。」と証言しており、申立人も同じ扱いであったと

考えられる。 

   また、申立人が名前を挙げた別の同僚から、年金手帳に記載されている

Ａ社に係る被保険者期間を聴取し、オンライン記録における被保険者期間

と比較したところ、申立人と同様に前者に比し後者が短いことが確認でき



  

る。 

   さらに、オンライン記録から、申立人は、昭和 45 年 11 月９日から 53

年 12 月 15 日までの期間、国民年金に任意加入しており、国民年金保険料

を納付していることが確認できる。 

   加えて、Ｂ社は、「Ａ社に係る資料は上記の正規社員名簿のみであり、

当時のことを知っている者もいないことから、申立人の申立期間に係る保

険料の控除については不明である。」と回答している。 

   このほか、保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年５月１日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 30 年 10 月１日から 31 年２月１日まで 

             ③  昭和 31 年３月１日から同年７月１日まで 

             ④  昭和 31 年８月１日から同年 12 月１日まで 

             ⑤  昭和 32 年１月１日から同年５月１日まで 

    私は、昭和 30 年５月１日から 33 年６月１日までＡ社（現在は、Ｂ

社）に勤めてきた。30 年５月１日から 32 年６月１日までは、臨時社員

として４か月勤務し、１か月空けて再び４か月間勤務するという形態で

勤務していたが、当該期間の厚生年金保険の記録が抜けているので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間当時、４か月ごとの臨時社員として働いていたとして

いるが、Ａ社において申立人と同様に昭和 32 年６月１日に厚生年金保険

被保険者資格を取得した記録のある者は多数確認でき、これらの者に照会

をしたところ、回答のあった５名は、申立人の氏名を記憶していないと回

答している。 

   また、回答のあった５名のうち３名は、昭和 32 年６月１日以前の雇用

形態について、申立人と同様に４か月ごとの雇用形態で勤務していたと供

述しているところ、申立人と同様に当該期間において、厚生年金保険の被

保険者でないことが確認できる。 

   さらに、Ｂ社に照会したところ、「申立期間当時の人事記録等は残って

おらず、当時の臨時社員に係る取扱いについては不明である。」との回答

であったが、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、４か月



  

の被保険者期間を繰り返している被保険者は見当たらないことから、申立

期間当時、同社では、４か月契約の臨時社員は厚生年金保険に加入させて

いなかったことがうかがえる。 

   このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人

の保険料控除に係る記憶も曖昧
あいまい

である。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から⑤までに係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2671 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年３月１日から 34 年４月１日まで 

    申立期間の厚生年金保険加入期間について照会したところ、厚生年金

保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所（当時）から

もらった。 

    しかし、私は大学教授の推薦で入社試験を受け、昭和 33 年３月にＡ

社に入社したので申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に大学の教授の紹介で面接試験を受け、卒業前の昭和

33 年３月から就業していたとしており、当時の状況を鮮明に記憶してい

ることから、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人とほぼ同時期にＡ社に勤務していた同僚に照会を

行ったところ、複数の同僚から、「記憶している入社時期と厚生年金保険

の被保険者資格取得日が１年程度相違している。」との供述があったこと

から、同社では、入社後、一定の期間をおいて従業員を厚生年金保険に加

入させていたものと考えられる。 

   また、申立人がほぼ同時期に入社したとするＢ氏の厚生年金保険の被保

険者資格取得日は、申立人と同様、昭和 34 年４月１日であることが確認

できる。 

   さらに、申立人は昭和 33 年３月にＡ社に入社したと述べているが、同

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同年３月に資格を

取得した者はおらず、整理番号に欠番は無い。 

   このほか、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお



  

り、保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2672（事案 1126 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年２月ごろから 31 年１月ごろまで 

    私は、申立期間において、Ａ社に勤務していた。当時、一緒に勤務し

ていた同僚は、同社での厚生年金保険の加入記録があるので、自分も加

入していたはずである。 

    今回、新たに証言を得られる同僚が見つかり、当該同僚が作成した、

申立期間当時の私の勤務状況等が記載されている「証明書」を提出する

ので、再度、調査をして、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについて、同僚の証言及び申立人の申立期間当時

に係る詳細な記憶から、Ａ社に勤務していたことは推認できるものの、複

数の同僚から聴取したところ、当時、共に働いていたとして名前を挙げた

者の中には、同社において厚生年金保険被保険者記録の無い者が存在する

ことから、申立期間当時、同社では、厚生年金保険の適用について、従業

員ごとに区別して取り扱っていたことがうかがえる上、同社は、既に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっており、人事台帳や給与関係書類を確

認することができず、同社の代表清算人であった三代目の社長に聴取した

ものの、当時の従業員の社会保険の適用についての記憶は定かでないなど

により、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年８月 18 日付け年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、新たな資料として、同僚が作成した申立期間当時の申立人の

勤務状況等が記載されている「証明書」を提出しているが、保険料の控除

についての記載は無いなど、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情



  

とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2673 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から９年 10 月１日まで 

    厚生年金保険被保険者記録では、平成８年４月１日から９年 10 月１

日までの標準報酬月額が当時の報酬額と相違しているため、記録訂正を

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、当初、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を

20 万円と記録していたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった平成９年 12 月 31 日の後の 10 年４月９日付けで、さかのぼって９

万 8,000 円に引き下げる処理が行われていることが確認できる。 

   しかし、申立人は、当該訂正処理が行われた平成 10 年４月９日当時、

Ａ社の代表取締役として同社に在籍していたことが申立人の回答及び商業

登記簿謄本により確認できる。 

   また、申立人は、「当時、社会保険料の滞納について社会保険事務所

（当時）に相談に行ったところ、滞納保険料の支払方法について、標準報

酬月額の訂正を勧められ、記録訂正の届出を行った。」と述べていること

から、申立人は、Ａ社の代表取締役として、申立期間に係る自らの標準報

酬月額の減額に同意したものと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＡ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額に係る記録訂正に同意しながら、当該標準報酬月額の

減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立

人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2674 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年 10 月１日から 14 年３月 29 日まで 

    厚生年金保険被保険者記録では、平成 12 年 10 月１日から 14 年３月

29 日までの標準報酬月額が当時の報酬額と相違しているため、記録訂

正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、当初、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を

20 万円と記録していたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった平成 14 年３月 29 日の後の同年４月１日付けで、さかのぼって 12

年 10 月から 14 年１月までは 11 万 8,000 円に、同年２月は９万 8,000 円

に引き下げる処理が行われていることが確認できる。 

   しかし、申立人は、当該訂正処理が行われた平成 14 年４月１日当時、

Ａ社の代表取締役として同社に在籍していたと述べている。 

   また、申立人は、「当時、社会保険料の滞納について社会保険事務所

（当時）に相談に行ったところ、滞納保険料の支払方法について、標準報

酬月額の訂正を勧められ、記録訂正の届出を行った。」と述べていること

から、申立人は、Ａ社の代表取締役として、申立期間に係る自らの標準報

酬月額の減額に同意したものと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＡ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額に係る記録訂正に同意しながら、当該標準報酬月額の

減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立

人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2675 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年１月１日から 10 年 12 月 31 日まで 

    厚生年金保険被保険者記録では、平成８年１月１日から 10 年 12 月

31 日までの標準報酬月額が当時の報酬額と相違しているため、記録訂

正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、当初、申立人の申立期間の標準報酬月額を平成８

年１月から同年３月までは 50 万円、同年４月から 10 年７月までは 15 万

円、同年８月から同年 11 月までは９万 8,000 円と記録していたところ、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成 10 年 12 月 31

日）より後の 12 年６月９日付けで、さかのぼって９万 2,000 円に引き下

げる処理が行われていることが確認できる。 

   しかし、申立人は、当該訂正処理が行われた平成 12 年６月９日当時、

Ａ社の代表取締役として同社に在籍していたことが申立人の回答及び商

業登記簿謄本により確認できる。 

   また、申立人は、「当時、社会保険料の滞納について社会保険事務所

（当時）の職員と相談したところ、滞納保険料の支払方法について、滞

納した分をさかのぼって相殺しましょうと説明されてお願いした。」と

述べていることから、申立人は、Ａ社の代表取締役として、申立期間に

係る自らの標準報酬月額の減額に同意したものと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＡ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額に係る記録訂正に同意しながら、当該標準報酬月額

の減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年９月１日から 10 年７月 31 日まで 

    オンライン記録では平成９年９月から 10 年６月までの標準報酬月額

が９万 8,000 円に減額されている。平成９年度市民税県民税（特別徴収

税額）の通知書を添付するので、調査の上、標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について

は、当初、平成９年９月及び同年 10 月は 59 万円、同年 11 月から 10 年６

月までは 41 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった日（10 年７月 31 日）の後の同年８月 18 日付けで、さ

かのぼって９万 8,000 円に訂正されていることが確認できる。 

   一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は同社の代表取締役であった

ことが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間当時、厚生年金保険料を滞納していたと述べ

ている上、「社会保険関係の事務手続は、Ａ社の取締役であった実弟が担

当していた。平成 10 年６月ごろ、Ｂ社会保険事務所（当時）の職員から

連絡があったので、実弟を行かせた。社会保険関係の事務手続は実弟に対

応を一任した。」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に同意

したものと考えるのが自然である。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人

が、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理に同意しながら、その処理の

無効を主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月１日から 11 年４月 20 日まで 

    オンライン記録では、申立期間の私の標準報酬月額が９万 2,000 円に

なっているが、当時の給与は 32 万円ぐらいであった。 

    調査の上、申立期間の標準報酬月額を正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準

報酬月額は、当初、平成９年８月から 10 年３月までは 59 万円、同年４

月から 11 年３月までは 32 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった日（平成 11 年４月 20 日）に、さかの

ぼって、９万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

   一方、商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締

役として同社に在籍していたことが確認できる。 

   また、申立人は、「申立期間当時、会社の社会保険関係事務は、前任の

社長の妻及びＢ会計事務所に任せており、私は、関与していなかっ

た。」と供述しているが、前任の社長の妻は、申立期間の前の平成３年

１月に同社を退職しており、Ｂ会計事務所の所長は、既に死亡している

ため、供述を得ることはできなかった。 

   さらに、同僚は、「私は、平成９年９月末日で退職したが、そのころに

は、会社には、私と申立人の二人だけだった。私の退職後は、申立人のみ

が会社に残ったが、たぶん倒産状態であったと思う。」と供述しているこ

とから、申立人が当該標準報酬月額の減額処理に関与していなかったとは

考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役とし



  

て、自らの標準報酬額に係る記録訂正に関与しながら、当該標準報酬月額

の減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申

立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2678 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年８月１日から同年 12 月 27 日まで 

    平成 20 年 12 月に社会保険事務所（当時）の職員が自宅に来て、申立

期間の標準報酬月額が引き下げられていると言われた。申立期間の標準

報酬月額を引き下げられる前の金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

36 万円と記録されていたところ、当該事業所が適用事業所でなくなった

日（平成 11 年 12 月 27 日）の後の平成 12 年２月４日付けでさかのぼって

９万 8,000 円へ減額訂正されていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人が同社の代表取締役

であったことが確認できる。 

   また、申立人は、「社会保険のことはＢ氏に任せていたので、標準報酬

月額の減額訂正は仕方ないと思う。｣と述べていることから、申立人は、

厚生年金保険に係る事務について権限を有する代表取締役として標準報酬

月額の減額について同意したものと考えるのが自然である。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役である申立人が、

自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、その処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、申立人の

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2679 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年８月１日から同年 12 月１日まで 

             ② 昭和 63 年１月８日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 63 年７月４日から同年 10 月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の被保険者

記録が無い。私は、昭和 62 年４月 17 日から同社において、６か月ごと

の契約の期間社員として働き、63 年 10 月１日に正社員となった。雇用

保険の記録で私が同社に勤務していたことが証明できるので、当該期間

について厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から、申立人が申立期間にＡ社で勤務していたことが確

認できる。 

   しかしながら、Ａ社が保管している厚生年金基金加入員番号払出簿に記

載されている申立人の厚生年金基金加入員資格取得日は、昭和 62 年４月

17 日であり、その後、63 年 10 月１日に再加入したこととなっており、

申立人が所持しているＢ厚生年金基金加入員証に記載された申立人の加

入員資格取得日及びオンライン記録における申立人の同社に係る厚生年

金保険被保険者資格取得日と一致している。 

   また、Ａ社が加入しているＣ健康保険組合では、申立人は同社において

昭和 62 年４月 17 日に被保険者資格を取得し、同年８月１日に資格を喪

失した後、63 年 10 月１日に被保険者資格を再取得し、平成元年５月１日

に資格を喪失していると回答しており、オンライン記録における申立人

の同社に係る厚生年金保険被保険者期間と一致している。 

   さらに、Ａ社では、厚生年金保険、厚生年金基金及び健康保険の取扱い



  

については、同一の加入要件で加入非加入を判断し、加入要件に該当す

れば、一体的に加入させており、申立期間当時においても、現在と同様

の手続をしていたと思うと回答している。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていることを確認できる給料明細書等の資料を所持しておらず、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関係資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2680 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 11月 15日から 46年１月 16日まで  

             ② 昭和 48 年１月 11 日から同年８月６日まで 

             ③ 昭和 48 年９月 26 日から 49 年７月９日まで 

    私のねんきん特別便の記録を見たら、Ａ社からＤ社に転職した際、Ｂ

社からＣ社に転職した際及び同社からＥ社に転職した際の厚生年金保険

被保険者としての記録が無いことになっていた。 

    申立期間において２か月以上仕事をしていない時期は無いと思うので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は当該期間にＡ社に勤務していたと述べて

いるが、同社は、申立期間①当時の資料等が無いため、申立人の当該期間

における勤務実態及び厚生年金保険料控除については不明であると回答し

ている。 

   また、複数の同僚に聴取したものの、申立人の勤務期間を記憶する者は

おらず、このほかに、申立人の勤務実態及び保険料の控除を確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人は当該期間にＢ社に勤務していたと述べて

いるが、申立人の雇用保険における加入記録はオンライン記録と一致する

上、同社の事業主は、申立てどおりの届出は行っていないと回答しており、

同社が保管する資料に記載されている申立人の厚生年金保険の資格取得日

及び資格喪失日もオンライン記録と一致する。 

   申立期間③について、申立人は当該期間にＣ社に勤務していたと述べて

いるが、同社の担当者は、「申立期間③当時の資料等が無いため、申立人



  

の退職日は不明である。」としており、申立人の申立期間③における勤務

実態及び厚生年金保険料控除について確認することはできない。 

   また、Ｃ社が保有するＦ厚生年金基金の加入記録における申立人の資格

喪失日は昭和 48 年９月 26 日であり、オンライン記録と一致している。 

   さらに、申立人は「Ｃ社を退職後、すぐに交通事故に遭い、６か月ぐら

いは通院のため仕事はしていなかった。」と述べていることから、申立期

間③のうち、昭和 49 年３月以前の期間については、申立人は同社に勤務

していなかったと考えられる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2681 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 10 月１日から 41 年８月１日まで 

    私がＡ社Ｂ支店に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額

が、直前の期間は３万 9,000 円であるのに比べ、３万 6,000 円に減額し

ている。当時は、定期昇給のほかにベースアップもあり、減額すること

は考え難い。給与明細書を添付して申し立てるので、調査の上、標準報

酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の標準報酬月額の相違に係る申立てについては、「厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の

要否を判断することとなる。 

   申立人の保管している給与支給明細書から確認できる厚生年金保険料控

除額に見合う標準報酬月額は、昭和 40 年 10 月及び同年 11 月は３万

6,000 円であることが確認でき、オンライン記録の標準報酬月額と一致し

ている。 

   また、申立人が提出した昭和 40 年 12 月分、41 年２月分、同年３月分

及び同年６月分の給与支給明細書の社会保険料の金額から、40 年 12 月か

ら 41 年７月までの厚生年金保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬

月額（３万 6,000 円）に見合う厚生年金保険料が控除されていたと推認



  

できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2682 

第１ 委員会の結論 

   申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年 11 月１日から 11 年８月 31 日まで 

    私は、Ａ社の代表取締役として、平成９年４月１日から 11 年８月 31

日まで同社を経営し、給料も平均 36 万円受け取っていたが、申立期間

における標準報酬月額は９万 8,000 円となっているので、訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、36 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日（平成 11 年８月 31 日）の後の同年９月７日付けで、９万

8,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は同社の代表取締役であっ

たことが確認できる。 

   また、申立人は保険料の滞納の有無及び厚生年金保険の適用事業所でな

くなる手続等への関与について不明としているものの、社会保険事務所

（当時）が行った「不適正な遡及
そきゅう

訂正処理の可能性のある記録のうち年金

受給者（約２万件）への戸別訪問調査」の申立人に係る質問応答書におい

て、Ａ社の監査役である配偶者が同社の社会保険事務を担っていたこと、

及び申立期間に保険料の滞納があったことを回答しており、申立人が当該

訂正処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役とし

て、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理について関与しながら、その

処理が有効なものではないと主張することは、信義則上許されず、申立人

の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正することは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2683 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年９月６日から 49 年８月 30 日まで 

    私は、昭和 42 年 11 月から平成 12 年８月までずっと実家であるＡ社

に勤務してきた。しかし、社会保険庁（当時）の記録によると、昭和

48 年９月６日から 49 年８月 30 日までの期間が被保険者となっていな

い。私が社会保険の事務全般を担当していたので、申立期間のみ記録が

無いのは納得できない。記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、申立人の弟であるＡ社の現事業主及び複数の同僚の証

言により、申立人が申立期間に同社に継続して勤務していたことは推認

できる。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立

人は、昭和 48 年９月６日に資格を喪失し、49 年８月 30 日に資格を再取

得しているところ、申立人の事務補助をしていた同僚も、申立人と同様

の記録になっているが、当該同僚は、申立期間においても同社に勤務し

ていたと述べている。 

   また、上記の同僚は、自身の被保険者となっていない期間における厚生

年金保険料の控除については不明としているものの、申立期間中の昭和

49 年２月 26 日に国民年金に加入し保険料を納付している。 

   さらに、Ａ社の当時の事業主は既に亡くなっていることから、厚生年金

保険料控除に係る証言を得ることができない上、申立人の弟である現事

業主は、当時の社会保険関係の書類は事務所移転により廃棄してしまっ

たと述べている。 

   このほか、厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は



  

見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2684 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年 11 月１日から 11 年８月１日まで 

    社会保険事務所（当時）の記録では、申立期間において標準報酬月額

が 38 万円と記録されている。しかし、私は平成 10 年７月から海外に転

勤になり、同年８月から社内の海外勤務規定により報酬がアップしてい

る。標準報酬月額は、この金額に見合った額を届けなければならないの

に、会社の瑕疵
か し

により実態とは違う金額となっているので申立期間の標

準報酬月額を 56 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は「申立期間に係る標準報酬月額が、会社の瑕疵
か し

により実態とは

違う金額となっている。」と述べており、Ａ社からも申立人の主張は正し

く、月額変更の届出を誤ったとの意見を得ている。 

   しかしながら、Ａ社は、「申立期間は、従前の標準報酬月額 38 万円に

対する金額で厚生年金保険料を控除していた。」と回答している。 

   また、申立人は、申立てに見合う厚生年金保険料の控除が記載されたＡ

社の給与明細書は無いとしているほか、申立人の申立期間における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2685 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年９月 25 日 

    私は、平成 14 年４月１日から 17 年９月までＡ社に勤務した。社会保

険事務所（当時）から送られてきたねんきん特別便を見て、15 年９月

25 日に支給された賞与の記録が無いことが分かった。正しい記録に訂

正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間における賞与に係る標準賞与額の記録が無いとして

いる。 

   しかし、Ａ社の事業主は、毎年９月に賞与の支給を始めたのは平成 16

年からであり、15 年９月には支給していないと述べている。 

   また、申立人提出の預金通帳には、平成 15 年９月 25 日にＡ社から給与

とは別に 10 万 120 円が振り込まれていることが確認できるが、同社の事

業主は、この振込額は半年分の交通費であるとしている。 

   さらに、Ａ社の事業主は、平成 15 年 10 月分の給与明細書に当該交通費

の記載を行ったとしており、同社提出の同年 10 月分の申立人に係る給与

明細書の写しから、交通費 10 万 120 円と記載されていることが確認でき

る。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2686 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年６月 26 日から 29 年 10 月 25 日まで 

    私は、Ａ社の事業主から、倒産する前に退職するように勧奨があり、

女子事務員と昭和 27 年 10 月 25 日に退職した。年金受給の手続の際に

同社の厚生年金保険の被保険者期間が脱退手当金の支給済みとなってい

るのが分かった。脱退手当金を受給した覚えも無く、手続を行った記憶

も無いので記録を訂正し、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、昭和 29 年 11 月

18 日に脱退手当金を支給した旨の記載がされているほか、申立期間の脱

退手当金は支給金額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約１か月後に支給決定されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立

期間と申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金

を受給したために番号が異なっているものと考えるのが自然である上、

申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2687 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月ごろから 61 年３月末まで 

    私は、申立期間について、父親が代表取締役を務めるＡ社に勤務して

いたが、厚生年金保険被保険者記録が欠落しているので、調査してほし

い。なお、申立期間当時に加入していた健康保険は、国民健康保険であ

る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親であるＡ社の代表取締役の証言から、申立人が同社に勤務

していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所として

の記録は無い上、当時、経理業務を委託されていた税理士は、｢同社は厚

生年金保険の適用事業所ではなかった。｣と証言している。 

   また、オンライン記録により、Ａ社の従業員として申立人が挙げた５名

のうち、申立人の父親、母親及び姉は、申立期間に係る国民年金保険料の

納付記録が確認できる。 

   さらに、申立人は申立期間において、国民健康保険に加入していた旨を

供述している。 

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


